
コペンハーゲン合意への排出削減目標・行動の提出状況 

 

平成 22 年 4 月 1 日 

地球環境局国際対策室 
 

UNFCCC ホームページに掲載された COP15 報告書によれば、

コペンハーゲン合意に基づく各国の目標・行動の提出状況は以下

のとおり。提出した国は、合計 74 カ国であり、エネルギー由来の

排出量の 82％（IEA 資料を元に算出）を占める。 

 

○附属書Ⅰ国 41カ国 

 日本、米国、カナダ、ロシア、豪州、ニュージーランド、ＥＵ

及び 27 加盟国、ノルウェー、アイスランド、モナコ、クロアチ

ア、ベラルーシ、リヒテンシュタイン、カザフスタン、スイス 

 

○新興国 8カ国 

 中国、インド、ブラジル、南アフリカ、韓国、メキシコ、シン

ガポール、インドネシア 

 

○小島嶼国 4カ国 

 マーシャル諸島、モルディブ、マダガスカル、パプアニューギ

ニア 

 

○その他 21カ国 

 アルメニア、ベナン、ブータン、ボツワナ、中央アフリカ、コ

ンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、エチオピア、エ

リトリア、ガボン（正式な行動は追って提出）、グルジア、ガー

ナ、イスラエル、ヨルダン、モーリタニア、モンゴル、モロッ

コ、モルドバ、シエラレオネ、マケドニア旧ユーゴスラビア共

和国 

 

 なお、コペンハーゲン合意への賛同の意のみを示した国は、

COP15 報告書によれば 39 カ国存在し、賛同の意を示した国は合

計 113 カ国となり、エネルギー由来の排出量の 84％を占める。 

 



（賛同の意のみを提出した国：39 カ国） 

アルバニア、アルジェリア、バハマ、バングラデシュ、ボスニ

ア＝ヘルツェゴヴィナ、ブルキナファソ、カンボジア、チリ、

コロンビア、コンゴ民主共和国、ジブチ、フィジー、グアテマ

ラ、ギニア、ガイアナ、キリバス、ラオス、レソト、マラウィ、

マリ、モンテネグロ、ナミビア、ネパール、パラオ、パナマ、

ペルー、ルワンダ、サモア、サンマリノ、セネガル、セルビア、

スワジランド、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、

アラブ首長国連邦、タンザニア、ウルグアイ、ザンビア 



（先進国の削減目標）    付表 I 

2020年の経済全体の数量化された排出目標 

 
附属書 I国 2020年の経済全体の数量化された排出目標 

 2020年の排出削減量 基準年 

日本 25％削減、ただし、すべての主要国による公平かつ実効

性のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を

前提とする 

1990 

アメリカ合衆国 17％程度削減、ただし、成立が想定される米国エネルギ

ー気候法に従うもので、最終的な目標は成立した法律に

照らして事務局に対して通報されるとの認識でのものi 

2005 

カナダ 17％削減、アメリカの最終的な削減目標と連携 2005 

ロシア 15-25% （前提条件：人為的排出の削減に関する義務の

履行への寄与の文脈におけるロシアの森林のポテンシャ

ルの適切な算入、すべての大排出国による温室効果ガス

の人為的排出の削減に関する法的に意義のある義務の

受け入れ） 

1990 

豪州 5%から 15%又は 25%削減ii 2000 

ニュージーランド 10-20%（包括的な合意が前提：具体的には気温上昇 2℃

以下、先進国間の比較可能な努力、主要国の行動、森林

等吸収源の有効なルール、国際的な炭素市場） 

1990 

EU及びその加盟国（ベルギー、ブ
ルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、

エストニア、アイルランド、ギリシャ、ス

ペイン、フランス、イタリア、キプロス、

ラトヴィア、リトアニア、ルクセンブル

グ、ハンガリー、マルタ、オランダ、オ

ーストリア、ポーランド、ポルトガル、ル

ーマニア、スロヴェニア、スロヴァキ

ア、フィンランド、スウェーデン、英国）

による共同の行動iii 

20% / 30%削減iv 1990 

アイスランド 30%削減。他の先進国が比較可能な排出削減の約束をす

ること及び途上国がその責任とそれぞれの能力に応じて

十分な貢献をすることを前提に、EU との共同の努力によ

り、世界全体の 2013年以降の期間での包括的な合意の

一部として行うもの。 

1990 

モナコ 30%削減v 1990 

ノルウェー 30-40% （主要排出国が２℃目標に沿った排出削減に合

意する場合には、ノルウェーは 40%削減を掲げる） 

1990 

カザフスタン 15%削減 1992 

クロアチア 5%削減vi 1990 

ベラルーシ 5-10%削減、ただしベラルーシが京都議定書の柔軟性メカ

ニズムにアクセスできること、附属書Ⅰ国に含まれる市場

経済移行国の特殊な状況を考慮したベラルーシへの技

術移転・人材育成（キャパシティビルディング）・経験促進

の強化、森林等吸収源の新たなルール等の明確化が前

提。 

1990 

リヒテンシュタイン 20%削減。他の先進国が比較可能な目標に合意し、新興

国が拘束力ある合意の枠組みの中でそれぞれの能力及

び責任に基づき貢献を行うのであれば、30%削減。 

1990 

スイス 20% / 30%削減vii 1990 



                                                   
i （米国）審議途中の法案における削減経路は、2050 年までには 83％排出を削減するとの目標

に沿って、2025 年には 30％削減、 2030 年には 42％削減を課している。 
ii （豪州）豪州は、仮に大気中の温室効果ガスのレベルを 450ppm 又はそれ以下に安定化させ

ることのできる野心的な世界全体の合意がなされる場合は、2020 年までに 2000 年比で 25%の

削減を行う。また、条件なしに 2020 年までに 2000 年比 5%の削減を行うとともに、世界全体

の合意が 450ppm での大気安定化に満たない場合であっても、主要途上国が実質的に排出を抑

制することを約束し、先進経済国が豪州の目標と比較可能な約束を行う場合には、2020 年まで

に 2000 年比で 15%の削減を行う。 
iii （ＥＵ）現時点では、すべてのＥＵ加盟国が附属書Ⅰ国というわけではない。 
iv （ＥＵ）ＥＵは、2013 年以降の期間の世界全体の包括的な合意の一部として、他の先進国・

途上国がその責任及び能力に応じて比較可能な削減に取り組むのであれば、2020 年までに 1990

年比で 30%減の目標に移行するとの条件付きの提案を行っている旨再度申し述べる。 
v  Pour atteindre cet objectif de réduction la Principauté de Monaco entend utiliser des 

mécanismes de flexibilité comme ceux établis par le Protocole de Kyoto et plus 

particulièrement le Mécanisme pour un Développement Propre. La Principauté de 

Monaco visera à devenir neutre en carbone en 2050 au plus tard et se réserve à ce titre 

la possibilité de dépasser l’objectif de réduction qu’elle s’est fixée en 2020 à travers des 

mécanismes de compensation. 
vi （クロアチア）暫定的な目標。クロアチアのＥＵ加入に際には、クロアチアの目標はＥＵの

削減努力の一部として、それに沿うよう置き換えられる。 
vii （スイス）他の先進国が比較可能な排出削減にコミットし、新興国がそれぞれの能力及び責

任に基づき十分な貢献を行うのであれば、1990 年比 30%削減。 



（新興国の削減行動）   付表 II 

新興国の国内的に適当な緩和のための行動 

 
非附属書 I国 行動 

中国 2020年のGDP当たりCO2排出量を2005年比で40～45%削減、 

2020年までに非化石エネルギーの割合を 15％、2020年までに

2005年比で森林面積を 4千万ヘクタール増加等。これらは自発

的な行動 

インド 2020年までに GDP当たりの排出量を 2005年比 20～25%削減

（農業部門を除く）。削減行動は自発的なものであって、法的拘

束力を持たない。 

ブラジル 2020年までに BAU比で 36.1-38.9%。具体的な行動として、熱帯

雨林の劣化防止、セラード（サバンナ地域の植生の一種）の劣

化防止、穀倉地の回復、エネルギー効率の改善、バイオ燃料の

増加、水力発電の増加、エネルギー代替、鉄鋼産業の改善等 

南アフリカ 

 

2020年までに BAU比で 34%、2025年までに BAU比で 42%の排

出削減。これらの行動には先進国からの技術・資金・キャパビ

ルの支援が必要であることから、メキシコ会合において条約及

び議定書の下での野心的、公平、効果的かつ拘束力のある合

意が必要である。技術・資金・キャパビルの支援があれば、南ア

フリカの排出量は 2020年から 2025年の間にピークアウトし、10

年程度安定し、その後減少に転じる。 

韓国 温室効果ガスの排出量を追加的な対策を講じなかった場合

（business-as-usual）の排出と比べて 2020年までに 30%削減 

メキシコ 世界全体の合意の一部として先進国から十分な資金及び技術

支援が得られることを前提に、温室効果ガス排出量を 2020年ま

でに BAU比で 30%まで削減する。メキシコは全てのセクターにお

ける適切な削減・適応行動を含めた気候変動特別プログラムを

2009年に採択しており、この完全な実施により 2012年までに排

出量を BAU比で 5100万トン（CO2換算）削減できる。 

シンガポール 国別削減行動として、法的拘束力ある世界全体の合意次第で

あるが、BAU比で 2020年までに 16%削減。また、2009年４月に

発表した「持続可能なシンガポール計画」を実施 

インドネシア 2020年までに（BAU比で）26%。具体的な行動として、湿地管

理、森林減少速度の緩和、森林・農地による炭素吸収、エネル

ギー効率改善、代替エネルギー源の開発、固定・液体廃棄物の

発生抑制、低炭素型の交通へ移行 
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（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
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お
い
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地
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温
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す
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。
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て
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暖
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図
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化
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球
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図
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こ
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い
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、
次
に
掲
げ
る
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う
。
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三
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四

ハ
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ド
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ボ
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五

パ
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オ
ロ
カ
ー
ボ
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う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の

六

六
ふ
っ
化
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黄

七

前
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掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
を
も
た
ら
す
程
度
の
大
き
い
物
質
と
し
て
国
際
約
束
に
よ
り
そ
の
排
出

を
抑
制
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
物
質
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の

４
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。

５
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掲
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一
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五

太
陽
熱

六
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オ
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す
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）
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掲
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６
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ボ
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ロ
カ
ー
ボ
ン

の
う
ち
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
で
あ
る
も
の
、
第
三
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
質

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
基
本
原
則
）

第
三
条

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
で
き
る
限
り
抑
制
す
る
こ

と
そ
の
他
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
す
る
行
動
が
新
た
な
生
活
様
式
の
確
立
等
を
通
じ
て
積
極
的
に
行
わ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
国
民
生
活
及
び
産
業
の
国
際
競
争
力
が
確
保
さ
れ
た
経
済
の
持
続
的
な
成
長
を
実
現
し
つ
つ
、
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温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
を
削
減
し
、
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
を
保
全
し
、
及
び
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

社
会
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
こ
と
及
び
地
球
温
暖
化
に
適
応
す
る
こ
と
が
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
る

こ
と
並
び
に
我
が
国
の
経
済
社
会
が
国
際
的
な
密
接
な
相
互
依
存
関
係
の
中
で
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
我
が
国

に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
、
技
術
、
経
験
等
を
生
か
し
て
、
及
び
国
際
社
会
に
お
い
て
我
が
国
の
占
め
る
地
位
に
応
じ
て
、
国
際

的
協
調
の
下
に
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
技
術
の
開
発
そ
の
他
の
研
究
開
発
及

び
そ
の
成
果
の
普
及
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
産
業
の
発
展
並
び
に
こ
れ
に
よ
る
就

業
の
機
会
の
増
大
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
伴
い
影
響
を
受
け
る
事
業
に
従
事
す
る
者
の
雇
用

の
安
定
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
が
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図
ら
れ
る
よ
う
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
地
球
温
暖
化
が
国
民
生
活
に
広
範
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
防
災
、
生

物
の
多
様
性
の
保
全
、
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
、
保
健
衛
生
及
び
医
療
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ

、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
経
済
活
動
及
び
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
効
果
及
び
影
響
に
つ
い
て
事
業
者
及
び
国
民
の
理
解
を
得
つ

つ
、
適
切
な
財
政
運
営
に
配
慮
し
な
が
ら
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
責
務
）

第
四
条

国
は
、
前
条
に
定
め
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
の
基
本
原
則
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
基
本
原
則
」
と
い
う

。
）
に
の
っ
と
り
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
地
球
温
暖
化
対
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
関
係
の
あ
る
施
策
に
つ
い
て
、
当
該
施
策
の
目
的
の
達
成
と
の
調

和
を
図
り
つ
つ
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
が
行
わ
れ
る
よ
う
配
意
す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
り
地
方
公
共
団
体
並
び
に
事
業
者
、
国
民
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
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す
る
民
間
の
団
体
（
以
下
「
民
間
団
体
等
」
と
い
う
。
）
と
連
携
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
地

球
温
暖
化
対
策
を
支
援
し
、
並
び
に
民
間
団
体
等
が
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
関
し
て
行
う
活
動

の
促
進
を
図
る
た
め
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

国
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
に
資

す
る
物
品
及
び
役
務
の
調
達
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
そ
の
他
の
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
五
条

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
原
則
に
の
っ
と
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て

、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
り
、
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
と
連

携
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
お
い
て
民
間
団
体
等
が
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地

球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
関
し
て
行
う
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
前
項
に
規
定
す
る
施
策
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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３

地
方
公
共
団
体
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及

び
強
化
に
資
す
る
物
品
及
び
役
務
の
調
達
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
そ
の
他
の

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
六
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が

実
施
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
の
責
務
）

第
七
条

国
民
は
、
そ
の
日
常
生
活
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
と
と

も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
八
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
法
制
上
、
財
政
上
、
税
制
上
又
は
金
融
上
の
措
置
そ
の
他

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
年
次
報
告
等
）

第
九
条

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
地
球
温
暖
化
の
状
況
及
び
政
府
が
講
じ
た
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

政
府
は
、
毎
年
、
前
項
の
報
告
に
係
る
地
球
温
暖
化
の
状
況
を
考
慮
し
て
講
じ
よ
う
と
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
を
明
ら
か

に
し
た
文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

中
長
期
的
な
目
標

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
関
す
る
中
長
期
的
な
目
標
）

第
十
条

国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
二
年
ま
で
に
達
成
を
目
指
す
べ
き
我
が
国
に
お
け
る
一
年
間
の

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
（
国
際
約
束
に
基
づ
く
措
置
で
あ
っ
て
そ
れ
に
よ
り
得
た
量
を
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
削
減
し

た
量
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
得
た
量
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
量
を
減
じ
た
量

を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
平
成
二
年
（
第
二
条
第
三
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
に
あ
っ

て
は
、
国
際
約
束
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
年
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
か
ら

こ
れ
に
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
量
を
削
減
し
た
量
と
す
る
。
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２

前
項
に
規
定
す
る
目
標
は
、
す
べ
て
の
主
要
な
国
が
、
公
平
な
か
つ
実
効
性
が
確
保
さ
れ
た
地
球
温
暖
化
の
防
止
の
た
め

の
国
際
的
な
枠
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
に
関
す
る
意
欲
的
な
目
標
に
つ
い
て
合
意
を
し
た

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
設
定
さ
れ
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
当
該
主
要
な
国
に
よ
る
国
際
的
な
枠
組
み
の
構
築
及
び
意
欲
的

な
目
標
に
つ
い
て
の
合
意
が
実
現
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
平
成
六
十
二
年
ま
で
に
達
成
を
目
指
す
べ
き
我
が
国
に
お
け
る
一
年
間
の
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
量
は
、
平
成
二
年
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
か
ら
こ
れ
に
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て

計
算
し
た
量
を
削
減
し
た
量
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
政
府
は
、
平
成
六
十
二
年
ま
で
に
世
界
全
体
の
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
量
を
少
な
く
と
も
半
減
す
る
と
の
目
標
を
す
べ
て
の
国
と
共
有
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

国
は
、
第
一
項
及
び
前
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
第
四
章
に
定
め
る
基
本
的
施
策
を
総
合
的
、

有
効
適
切
か
つ
効
率
的
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
目
標
が
設
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お

い
て
も
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
よ
う
、
同
章
に
定
め
る
基
本
的
施
策
に
つ
い
て
積
極
的
に
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
量
に
関
す
る
中
期
的
な
目
標
）
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第
十
一
条

国
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
関
し
て
、
我
が
国
に
お
け
る
一
年
間
の
一
次

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
量
に
占
め
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
量
の
割
合
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
二
年
ま
で
に
十
パ
ー
セ

ン
ト
に
達
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

基
本
計
画

第
十
二
条

政
府
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
基
本
的

な
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

二

温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
物
質
の
種
類
そ
の
他
の
区
分
ご
と
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
及
び
吸
収
の
量
に
関
す
る

目
標

三

平
成
四
十
二
年
及
び
平
成
五
十
二
年
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
見
通
し

四

政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
地
球
温
暖
化
対
策

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
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３

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
の
意

見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
基
本
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
三
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章

基
本
的
施
策

第
一
節

国
の
施
策

（
国
内
排
出
量
取
引
制
度
の
創
設
）

第
十
三
条

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
国
内
排
出
量
取
引
制
度

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
排
出
者
」
と
い
う
。
）
の
一
定
の
期
間
に
お
け
る
温
室
効
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果
ガ
ス
の
排
出
量
の
限
度
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
遵
守
の
た
め
の
他
の
排
出
者
と
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
に
係
る

取
引
等
を
認
め
る
制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
創
設
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て

、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
に
つ
い
て
の
検
討
と
並
行
し
て
検
討
を
行
い
、
こ
の
法
律
の
施

行
後
一
年
以
内
を
目
途
に
成
案
を
得
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
に
お
い
て
は
、
排
出
者
の
範
囲
、
当
該
範
囲
に
属
す
る
排
出
者
の
一
定
の
期
間
に
お
け
る
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
限
度
を
定
め
る
方
法
、
当
該
排
出
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
状
況
等
の
公
表
の
制
度
そ
の
他
国

内
排
出
量
取
引
制
度
の
適
正
な
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
一
定
の
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
限
度
を
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
期
間
に
お
け
る

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
総
量
の
限
度
と
し
て
定
め
る
方
法
を
基
本
と
し
つ
つ
、
生
産
量
そ
の
他
事
業
活
動
の
規
模
を
表

す
量
の
一
単
位
当
た
り
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
限
度
と
し
て
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
も
、
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
の
検
討
そ
の
他
の
税
制
全
体
の
見
直
し
）

第
十
四
条

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
税
制
全
体
の
グ
リ
ー
ン
化
（
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す

る
た
め
の
見
直
し
を
い
う
。
）
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。



- 15 -

２

国
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
税
制
全
体
の
グ
リ
ー
ン
化
の
推
進
に
お
い
て
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
に
つ
い
て

、
平
成
二
十
三
年
度
の
実
施
に
向
け
た
成
案
を
得
る
よ
う
、
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
全
量
固
定
価
格
買
取
制
度
の
創
設
等
）

第
十
五
条

国
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
全
量
固
定
価
格
買
取
制
度
（
電
気
事
業
者
が
一
定
の

価
格
、
期
間
及
び
条
件
の
下
で
、
電
気
で
あ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
全
量
に
つ
い
て
、
調
達
す
る
制
度
を
い
う
。
）
の

創
設
に
係
る
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

国
は
、
前
項
に
定
め
る
施
策
の
ほ
か
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
の
促
進
、
電
気
で
あ
る

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
に
資
す
る
た
め
の
電
力
系
統
の
整
備
の
促
進
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
関
す
る
規

制
の
適
切
な
見
直
し
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
原
子
力
に
係
る
施
策
等
）

第
十
六
条

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
た
め
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
が
よ
り
少
な
い
エ
ネ
ル
ギ

ー
源
へ
の
転
換
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
推
進
す
る
も
の
と
し
、
特
に
原
子
力
に
係
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
安
全

の
確
保
を
旨
と
し
て
、
国
民
の
理
解
と
信
頼
を
得
て
、
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
促
進
等
）

第
十
七
条

国
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
促
進
に
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
た
め
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に
お
け
る
性
能
が
優
れ
て
い
る
機
械
器
具
の
普
及
の
促
進
、
熱
の
損
失
の
防
止
の
た
め
の
性
能
が

優
れ
て
い
る
建
築
材
料
及
び
施
工
方
法
を
用
い
た
建
築
物
の
新
築
及
び
改
修
の
促
進
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
の
た
め

の
情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
た
め
、
化
石
燃
料
の
有
効
な
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
交
通
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
）

第
十
八
条

国
は
、
交
通
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
を
図
る
た
め
、
自
動
車
か
ら
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑

制
に
資
す
る
自
動
車
の
適
正
な
使
用
の
促
進
及
び
道
路
交
通
の
円
滑
化
の
推
進
、
鉄
道
及
び
船
舶
に
よ
る
貨
物
輸
送
へ
の
転

換
等
の
貨
物
流
通
の
効
率
化
の
促
進
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

（
革
新
的
な
技
術
開
発
の
促
進
等
）
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第
十
九
条

国
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
技
術
の
高
度
化
及
び
有
効
活
用
を
図
る
た
め

、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
、
安
全
の
確
保
を
基
本
と
し
た
原
子
力
発
電
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
、
燃
料
電

池
、
蓄
電
池
並
び
に
二
酸
化
炭
素
の
回
収
及
び
貯
蔵
に
関
連
す
る
革
新
的
な
技
術
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球

温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
技
術
の
開
発
及
び
普
及
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
メ
タ
ン
及
び
一
酸
化
二
窒
素
の
排
出
の
抑
制
）

第
二
十
条

国
は
、
メ
タ
ン
及
び
一
酸
化
二
窒
素
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
フ
ロ
ン
類
等
の
使
用
の
抑
制
等
）

第
二
十
一
条

国
は
、
フ
ロ
ン
類
等
が
排
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
フ
ロ
ン
類
等
の
使
用
及
び
排
出
の
抑

制
に
資
す
る
製
品
の
開
発
及
び
普
及
の
促
進
等
を
通
じ
た
フ
ロ
ン
類
等
の
使
用
及
び
排
出
の
抑
制
並
び
に
フ
ロ
ン
類
等
の
適

正
か
つ
確
実
な
回
収
及
び
破
壊
の
促
進
、
フ
ロ
ン
類
等
に
代
替
す
る
物
質
で
あ
っ
て
地
球
温
暖
化
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら

さ
な
い
も
の
及
び
そ
の
物
質
を
使
用
し
た
製
品
の
開
発
及
び
普
及
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
新
た
な
事
業
の
創
出
等
）

第
二
十
二
条

国
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
健
全
な
発
展
を
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図
る
た
め
、
規
制
の
適
切
な
見
直
し
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
教
育
及
び
学
習
の
振
興
等
）

第
二
十
三
条

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図
る
た
め
に
は
事
業
者
及
び
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
球
温
暖
化
及
び
そ
の
影
響
の
予
測
並
び
に
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地

球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
の
振
興
並
び
に
広
報
活
動
の
充
実
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

（
自
発
的
な
活
動
の
促
進
）

第
二
十
四
条

国
は
、
事
業
者
及
び
国
民
が
、
そ
の
事
業
活
動
及
び
日
常
生
活
に
関
し
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖

化
へ
の
適
応
の
た
め
の
自
発
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
資
す
る
製
品

及
び
役
務
の
選
択
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
、
民
間
団
体
等
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
活
動
に

関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
等
に
関
す
る
情
報
の
公
表
等
）

第
二
十
五
条

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
資
す
る
た
め
、
事
業
活
動
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
事
務
及
び
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事
業
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
製
品
及
び
役
務
の
利
用
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
に
関
す
る

情
報
並
び
に
事
業
活
動
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
す
る
情
報
の
公
表
の
促
進
、
事
業
者
及
び
国
民
に
よ

る
そ
れ
ら
の
情
報
の
利
用
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
域
社
会
の
形
成
に
当
た
っ
て
の
施
策
）

第
二
十
六
条

国
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
地
域
社
会
の
形
成
を
推
進
す
る
た
め
、
土

地
利
用
に
関
す
る
施
策
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
公
共
施
設

そ
の
他
の
公
益
的
施
設
の
整
備
に
よ
る
都
市
機
能
の
集
積
並
び
に
地
域
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
共
同
利
用
及
び
廃
熱
の
回

収
利
用
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
）

第
二
十
七
条

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
を
図
る
た
め
、
森
林
の
整
備
及
び
保
全
、
緑
地
の
保
全

、
緑
化
の
推
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
を
図
る
た
め
の
施
策
）

第
二
十
八
条

国
は
、
地
球
温
暖
化
及
び
そ
の
影
響
に
つ
い
て
予
測
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
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を
図
る
た
め
の
施
策
を
計
画
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
的
協
調
の
た
め
の
施
策
）

第
二
十
九
条

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
国
際
的
協
調
の
下
で
推
進
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
す
べ
て
の
主
要
な

国
が
参
加
す
る
公
平
な
か
つ
実
効
性
が
確
保
さ
れ
た
地
球
温
暖
化
の
防
止
の
た
め
の
国
際
的
な
枠
組
み
の
構
築
を
図
る
と
と

も
に
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
関
す
る
国
際
的
な
連
携
の
確
保
、
国
際
的
な
資
金
の
提
供
に
関

す
る
新
た
な
枠
組
み
の
構
築
、
技
術
及
び
製
品
の
提
供
そ
の
他
の
取
組
を
通
じ
た
自
国
以
外
の
地
域
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
の
抑
制
等
へ
の
貢
献
を
適
切
に
評
価
す
る
仕
組
み
の
構
築
そ
の
他
の
国
際
協
力
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策

を
講
じ
、
あ
わ
せ
て
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
に
よ
る
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
関
す

る
国
際
協
力
の
た
め
の
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財
政
措
置
等
）

第
三
十
条

国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
地
球
温
暖
化
対
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
、
必
要
な
財
政

上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
の
状
況
等
に
関
す
る
観
測
等
）
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第
三
十
一
条

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
適
正
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
、
大
気
中
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃

度
変
化
の
状
況
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
気
候
の
変
動
及
び
生
態
系
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
観
測
及
び
監
視
を
行
う
と

と
も
に
、
地
球
温
暖
化
及
び
そ
の
影
響
の
予
測
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
策
定
及
び
実
施
に
必
要
な
科

学
的
知
見
の
充
実
を
図
る
た
め
の
調
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
制
度
の
調
査
及
び
研
究
）

第
三
十
二
条

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
適
確
な
策
定
及
び
実
施
に
資
す
る
た
め
、
諸
外
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
の
抑
制
等
に
資
す
る
技
術
を
早
期
に
普
及
さ
せ
る
た
め
の
制
度
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の
制
度
の

調
査
及
び
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
政
策
形
成
へ
の
民
意
の
反
映
等
）

第
三
十
三
条

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
政
策
形
成
に
民
意
を
反
映
し
、
並
び
に
そ
の
過
程
の
公
正
性
及
び
透
明
性

を
確
保
す
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
消
費
生
活
、
労
働
及
び
産
業
の
領
域
を
代
表
す
る
者

そ
の
他
広
く
事
業
者
及
び
国
民
の
意
見
を
求
め
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
政
策
形
成
を
行
う
仕
組
み
の
活
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

地
方
公
共
団
体
の
施
策
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第
三
十
四
条

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
た
地
球
温
暖
化
対
策
を
、
そ

の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
り
つ
つ
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

雑
則

（
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
）

第
三
十
五
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
す
べ
て
の
主

要
な
国
が
、
公
平
な
か
つ
実
効
性
が
確
保
さ
れ
た
地
球
温
暖
化
の
防
止
の
た
め
の
国
際
的
な
枠
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に

、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
に
関
す
る
意
欲
的
な
目
標
に
つ
い
て
合
意
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
日
以
後
の
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
国
内
排
出
量
取
引
制
度
そ
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の
他
の
第
四
章
に
定
め
る
基
本
的
施
策
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
の
点
検
及
び
評
価
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
施
策
の
推
進

の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
を
目
途
に
成
案
を
得
る
も
の
と
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
実
施
計
画
」
に
、
「
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
（
第
十
条
―
第
十
九
条

）
」
を
「
削
除
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
地
球
温
暖
化
が
地
球
全
体
の
環
境
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
気
候
系
に
対
し
て
危
険
な
人
為

的
干
渉
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
ら
な
い
水
準
に
お
い
て
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
を
安
定
化
さ
せ
地
球
温
暖
化
を
防
止

す
る
こ
と
が
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
す
べ
て
の
者
が
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
に
か
ん
が
み
」
を
「
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
（
以
下
「
京
都
議
定
書
」
と
い
う
。

）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
と
と
も
に
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
）

第
十
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
同
法
第
三
条
に
定
め
る
基
本
原
則
に
の
っ
と
り
」
に
、
「

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
実
施
計
画
」
に
改
め
、
「
た
め
の
」
の
下
に
「
具
体
的
な
」
を
、
「
地
球
温
暖
化
対
策



- 24 -

の
」
の
下
に
「
着
実
な
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
球
温
暖
化
」
、
「
地
球
温
暖
化
対
策
」
、
「
温
室
効
果
ガ
ス
」
及
び
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
」
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
当
該
用
語
の
意
義

に
よ
る
。

第
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
六
項
第
一
号
中
「
気
候
変
動
に

関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
」
及
び
「
（
以
下
「
京
都
議
定
書
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
等
の
算
定
等
）

第
三
条

政
府
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
及
び
吸
収
に
関
し
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
第
四
条
１

に
(a)

規
定
す
る
目
録
及
び
京
都
議
定
書
第
七
条
１
に
規
定
す
る
年
次
目
録
を
作
成
す
る
た
め
、
毎
年
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
量
及
び
吸
収
量
を
算
定
し
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で

削
除
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「
第
二
章

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
第
二
章

実
施
計
画
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
実
施
計
画
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
た
め
に
必
要
な
目
標
の
達
成
に
関
す
る
計
画
（
以

下
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
と
と
も
に
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
第
十
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達

成
に
資
す
る
た
め
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
に
即
し
て
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
実
施
に
関
す
る
計
画

（
以
下
「
実
施
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
実
施
計
画
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

計
画
期
間

第
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
抑
制
等
」
を
「
抑
制
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
（
以
下
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

の
抑
制
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
」
を
「
計
画
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ

ス
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
温
室
効
果
ガ
ス
総
排
出
量
」
を
「
計
画
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
総
排
出
量

」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
数
量
の

取
得
、
京
都
議
定
書
第
十
七
条
に
規
定
す
る
排
出
量
取
引
へ
の
参
加
そ
の
他
の
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束

の
履
行
の
た
め
に
必
要
な
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
ほ
か
、
」
の
下
に
「
計
画
期
間
に
お
け
る
」
を
加
え
、
同
条
第
三
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項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
案
に
つ
き
」
を
「
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す

る
大
臣
は
、
実
施
計
画
の
案
を
作
成
し
、
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
」
を
「
地
球
温
暖
化
対

策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
第
三
項
」
に
、
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
実
施
計
画
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
実
施
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
並
び
に
事
業
者
、
国
民
及
び
こ
れ
ら
の

者
の
組
織
す
る
民
間
の
団
体
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
実
施
計
画
の
変
更
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
平
成
二
十
一
年
に
お
い
て
」
を
削
り
、

「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
実
施
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
実
施

計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「

実
施
計
画
」
に
改
め
る
。

第
三
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

削
除
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第
十
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

第
二
十
条
第
一
項
中
「
図
り
つ
つ
」
の
下
に
「
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
京
都
議
定
書
目
標

達
成
計
画
」
を
「
実
施
計
画
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
実
施
計
画
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
三
第
一
項
中
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
実
施
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
十
中
「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
八
条
中
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
実
施
計
画
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
二
条
第
六
項
各
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
中
「
及
び
民
間
団
体
等
」
を
「
並
び
に
事
業
者
、
国
民
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る
民
間
の
団
体
」
に
改

め
る
。

第
四
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「

第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
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で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

こ
の
法
律
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
第
三
十
五
条

の
政
令
で
定
め
る
大
臣
と
す
る
。

第
四
条

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
三
項
前
段
」
を
「
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
前
段
」
に
改
め
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

初
に
実
施
計
画
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画

を
、
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定

め
ら
れ
た
実
施
計
画
と
み
な
す
。

（
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
改
正
）

第
六
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
二
条
第
六
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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一

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第
六
項
第
十
三
号

二

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書

三

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
七
号

四

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
五
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号

五

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
六
条
第
二
項
第
三
号

六

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
五
十
八
条
第
二
項
第
十
八
号

七

銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号

八

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
第
八
号

九

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
四
項
第
十
六
号

十

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
一
条
第
四
項
第
十
八
号

十
一

商
品
取
引
所
法
及
び
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法

律
第
七
十
四
号
）
第
二
条
中
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
三
条
に
た
だ
し
書
を
加
え
る

改
正
規
定
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（
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部

改
正
）

第
七
条

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（

昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

（
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
」
を
「
地
球
温
暖
化
対
策
基
本

法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
）
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
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の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
」
を
「
地
球

温
暖
化
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
）
」
に
改
め
る
。

（
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
を
「
実
施
計
画
」
に
改
め
る
。



地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
案

参
照
条
文
目
次

○
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
11

○
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
11

○
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
11

○
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
12

○
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
13

○
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
13

○
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
14

○
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
14

○
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
15

○
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
15

○
商
品
取
引
所
法
及
び
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
条

に
よ
る
改
正
後
の
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
16

○
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八

十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
16

○
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
17

○
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
17

○
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
18
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○
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
抄
）

（
環
境
の
恵
沢
の
享
受
と
継
承
等
）

第
三
条

環
境
の
保
全
は
、
環
境
を
健
全
で
恵
み
豊
か
な
も
の
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
が
人
間
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
生
態
系
が
微
妙
な
均
衡
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
人
類
の
存
続
の
基
盤
で
あ
る
限
り
あ
る
環
境
が
、
人
間
の

活
動
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
現
在
及
び
将
来
の
世
代
の
人
間
が
健
全
で
恵

み
豊
か
な
環
境
の
恵
沢
を
享
受
す
る
と
と
も
に
人
類
の
存
続
の
基
盤
で
あ
る
環
境
が
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
持
続
的
発
展
が
可
能
な
社
会
の
構
築
等
）

第
四
条

環
境
の
保
全
は
、
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷
を
で
き
る
限
り
低
減
す
る
こ
と
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
関
す

る
行
動
が
す
べ
て
の
者
の
公
平
な
役
割
分
担
の
下
に
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
健
全
で
恵
み
豊
か
な
環
境
を

維
持
し
つ
つ
、
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
健
全
な
経
済
の
発
展
を
図
り
な
が
ら
持
続
的
に
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
旨

と
し
、
及
び
科
学
的
知
見
の
充
実
の
下
に
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
未
然
に
防
が
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
的
協
調
に
よ
る
地
球
環
境
保
全
の
積
極
的
推
進
）

第
五
条

地
球
環
境
保
全
が
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
将
来
に
わ
た
っ
て
確
保
す
る
上
で
の
課
題
で
あ

る
こ
と
及
び
我
が
国
の
経
済
社
会
が
国
際
的
な
密
接
な
相
互
依
存
関
係
の
中
で
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
球
環
境
保
全
は
、
我
が
国
の

能
力
を
生
か
し
て
、
及
び
国
際
社
会
に
お
い
て
我
が
国
の
占
め
る
地
位
に
応
じ
て
、
国
際
的
協
調
の
下
に
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
責
務
）

第
六
条

国
は
、
前
三
条
に
定
め
る
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
環
境
の
保
全
に
関
す

る
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
物
質
」
と
は
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
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２

こ
の
法
律
に
お
け
る
特
定
物
質
の
種
類
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

こ
の
法
律
に
お
け
る
特
定
物
質
の
数
量
は
、
特
定
物
質
の
量
に
政
令
で
定
め
る
オ
ゾ
ン
破
壊
係
数
を
乗
じ
た
も
の
と
す
る
。

４

前
三
項
の
政
令
は
、
議
定
書
の
規
定
に
即
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

○
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
（
抄
）

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
三
章

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
（
第
十
条
―
第
十
九
条
）

第
四
章

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
（
第
二
十
条
―
第
二
十
七
条
）

第
五
章

森
林
等
に
よ
る
吸
収
作
用
の
保
全
等
（
第
二
十
八
条
）

第
六
章

割
当
量
口
座
簿
等
（
第
二
十
九
条
―
第
四
十
一
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
七
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十
条
）

附
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
地
球
温
暖
化
が
地
球
全
体
の
環
境
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
気
候
系
に
対
し
て
危
険
な
人
為
的
干
渉
を
及

ぼ
す
こ
と
と
な
ら
な
い
水
準
に
お
い
て
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
を
安
定
化
さ
せ
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
こ
と
が
人
類
共
通
の
課
題
で
あ

り
、
す
べ
て
の
者
が
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
、
京
都
議

定
書
目
標
達
成
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と

と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
球
温
暖
化
」
と
は
、
人
の
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
が
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
を
増
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加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
球
全
体
と
し
て
、
地
表
及
び
大
気
の
温
度
が
追
加
的
に
上
昇
す
る
現
象
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
球
温
暖
化
対
策
」
と
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
（
以
下
「
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
国
際
的
に
協
力
し
て
地
球
温
暖
化
の
防
止
を
図
る
た
め
の
施
策
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
温
室
効
果
ガ
ス
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
質
を
い
う
。

一

二
酸
化
炭
素

二

メ
タ
ン

三

一
酸
化
二
窒
素

四

ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の

五

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の

六

六
ふ
っ
化
硫
黄

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
」
と
は
、
人
の
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
を
大
気
中
に
排
出
し
、
放
出
し
若
し

く
は
漏
出
さ
せ
、
又
は
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
若
し
く
は
熱
（
燃
料
又
は
電
気
を
熱
源
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
温
室
効
果
ガ
ス
総
排
出
量
」
と
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
物
質
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
当

該
物
質
の
排
出
量
に
当
該
物
質
の
地
球
温
暖
化
係
数
（
温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
物
質
ご
と
に
地
球
の
温
暖
化
を
も
た
ら
す
程
度
の
二
酸
化
炭
素
に
係

る
当
該
程
度
に
対
す
る
比
を
示
す
数
値
と
し
て
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る
係
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得

た
量
の
合
計
量
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
算
定
割
当
量
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
数
量
で
、
二
酸
化
炭
素
一
ト
ン
を
表
す
単
位
に
よ
り
表
記
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

一

気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
（
以
下
「
京
都
議
定
書
」
と
い
う
。
）
第
三
条
７
に
規
定
す
る
割
当
量

二

京
都
議
定
書
第
三
条
３
に
規
定
す
る
純
変
化
に
相
当
す
る
量
の
割
当
量

三

京
都
議
定
書
第
六
条
１
に
規
定
す
る
排
出
削
減
単
位

四

京
都
議
定
書
第
十
二
条
３

に
規
定
す
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量

（ｂ）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
場
合
に
お
い
て
同
条
１
の
算
定
さ
れ
る
割
当
量

と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
の
数
量

（
国
の
責
務
）

第
三
条

国
は
、
大
気
中
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
変
化
の
状
況
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
気
候
の
変
動
及
び
生
態
系
の
状
況
を
把
握
す
る

た
め
の
観
測
及
び
監
視
を
行
う
と
と
も
に
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
地
球
温
暖
化
対
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
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２

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
係
の
あ
る
施
策
に

つ
い
て
、
当
該
施
策
の
目
的
の
達
成
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
が
行
わ
れ
る
よ
う
配
意
す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
地
方
公
共
団
体
の
施
策
を
支
援
し
、
及
び
事
業
者
、
国
民
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る

民
間
の
団
体
（
以
下
「
民
間
団
体
等
」
と
い
う
。
）
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
し
て
行
う
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
技
術
的
な
助

言
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

国
は
、
前
条
第
六
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
数
量
の
取
得
、
京
都
議
定
書
第
十
七
条
に
規
定
す
る
排
出
量
取
引
へ
の
参
加
そ
の
他
の
京

都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
の
履
行
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

５

国
は
、
地
球
温
暖
化
及
び
そ
の
影
響
の
予
測
に
関
す
る
調
査
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
技
術
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の
地

球
温
暖
化
対
策
の
策
定
に
必
要
な
調
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

６

国
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
観
測
及
び
監
視
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
国
際
的
な
連
携
の
確
保
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
の
推
進
を
図

る
た
め
の
国
際
協
力
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
に
関
す
る
国
際
協
力
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公

共
団
体
又
は
民
間
団
体
等
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
す
る
国
際
協
力
の
た
め
の
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の

他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
も
の
と

す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
区
域
の
事
業
者
又
は
住
民
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
し
て
行
う
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
前
項
に
規

定
す
る
施
策
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
五
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等

に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制

等
の
た
め
の
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
国
民
の
責
務
）

第
六
条

国
民
は
、
そ
の
日
常
生
活
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地

方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
等
の
算
定
等
）

第
七
条

政
府
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
及
び
吸
収
に
関
し
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
第
四
条
１

に
規
定
す
る
目
録
及
び
京

（ａ）

都
議
定
書
第
七
条
１
に
規
定
す
る
年
次
目
録
を
作
成
す
る
た
め
、
毎
年
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
及
び
吸
収
量
を
算
定
し
、
環

境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画

（
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
）

第
八
条

政
府
は
、
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
目
標
の
達
成
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
京
都
議
定
書

目
標
達
成
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
方
向

二

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
の
そ
れ
ぞ
れ
が
講
ず
べ
き
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本
的
事
項

三

温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
物
質
の
種
類
そ
の
他
の
区
分
ご
と
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
及
び
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標

四

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
に
関
す
る
目
標

五

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
関
す
る
事
項

六

第
二
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
実
行
計
画
及
び
第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
に
関
す
る
基
本
的
事

項
七

温
室
効
果
ガ
ス
総
排
出
量
が
相
当
程
度
多
い
事
業
者
に
つ
い
て
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス

の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
し
策
定
及
び
公
表
に
努
め
る
べ
き
計
画
に
関
す
る
基
本
的
事
項

八

第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
措
置
に
関
す
る
基
本
的
事
項

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
重
要
事
項

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
変
更
）

第
九
条

政
府
は
、
平
成
二
十
一
年
に
お
い
て
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
及
び
吸
収
の
量
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
定
め
ら
れ
た
目
標
及
び
施
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
変
更

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
の
設
置
）

第
十
条

地
球
温
暖
化
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を

置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
十
一
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
案
の
作
成
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

長
期
的
展
望
に
立
っ
た
地
球
温
暖
化
対
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
十
二
条

本
部
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
副
本
部
長
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
を
も
っ
て
組
織
す

る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
）

第
十
三
条

本
部
の
長
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。
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２

本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
副
本
部
長
）

第
十
四
条

本
部
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産

業
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
）

第
十
五
条

本
部
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
す
べ
て
の
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
幹
事
）

第
十
六
条

本
部
に
、
幹
事
を
置
く
。

２

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

幹
事
は
、
本
部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
員
を
助
け
る
。

（
事
務
）

第
十
七
条

本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
処
理
し
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
副
長
官
補
が
掌
理
す
る
。

（
主
任
の
大
臣
）

第
十
八
条

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
九
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
）

第
二
十
条

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
技
術
に
関
す
る
知
見
及
び
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
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の
排
出
量
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
情
報
を
活
用
し
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
に
必
要
な

施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
勘
案
し
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

の
抑
制
等
の
た
め
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
政
府
実
行
計
画
等
）

第
二
十
条
の
二

政
府
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
即
し
て
、
そ
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に

吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
政
府
実
行
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
７

（
略
）

（
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
等
）

第
二
十
条
の
三

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
即
し
て
、
当
該
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
」
と

い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

３

都
道
府
県
並
び
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
、
同
法
第
二
百
五
十
二

条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
公

共
団
体
実
行
計
画
に
お
い
て
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
を
行

う
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

太
陽
光
、
風
力
そ
の
他
の
化
石
燃
料
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
て
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
条
件
に
適
し
た
も
の
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
事

項
二
～
四

（
略
）

４
～

（
略
）

12
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
と
の
関
係
）

第
二
十
一
条
の
十

特
定
排
出
者
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項

（
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
一
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条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
二
十
一
条
の
二
か
ら
前
条

ま
で
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
報
告
の
う
ち
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
に
係
る
事
項
に
関
す
る
部
分
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
の
排

出
量
に
つ
い
て
の
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
特
定
排
出
者
に
係
る
事
業
を

所
管
す
る
大
臣
（
以
下
「
事
業
所
管
大
臣
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
一
条

の
四
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
八
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
事
業
所
管
大
臣
」
と
あ
り
、
第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
の
八
第
四
項
中
「
当
該
事
業
所

管
大
臣
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
中
「
関
係
事
業
所
管
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
十
八
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
（

同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
」
と
、
同
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い

て
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
」
と
、
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十

九
条
及
び
第
七
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
同
法
第
六
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
」
と
す

る
ほ
か
、
第
二
十
一
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
事
業
者
の
事
業
活
動
に
関
す
る
計
画
等
）

第
二
十
二
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
つ
つ
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
、

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る

計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
計
画
の
作
成
及
び
公
表
を
行
っ
た
事
業
者
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
つ
つ
、
単
独
に
又
は
共
同
し

て
、
同
項
の
計
画
に
係
る
措
置
の
実
施
の
状
況
を
公
表
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
定
め
ら
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す

る
た
め
、
森
林
・
林
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
森
林
・
林
業
基
本
計
画
そ
の
他
の
森
林
の

整
備
及
び
保
全
又
は
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
を
図
る
も
の
と
す

る
。
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（
割
当
量
口
座
簿
の
記
録
事
項
）

第
三
十
一
条

割
当
量
口
座
簿
は
、
次
に
掲
げ
る
口
座
に
区
分
す
る
。

一

国
の
管
理
口
座

二

国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
（
以
下
「
本
店
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
法
人
（
以
下
「
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
の
管
理
口
座

２

前
項
第
二
号
の
管
理
口
座
は
、
当
該
管
理
口
座
の
名
義
人
（
当
該
管
理
口
座
の
開
設
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
「
口
座
名
義
人
」
と
い
う
。

）
ご
と
に
区
分
す
る
。

３

第
一
項
第
二
号
の
管
理
口
座
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
。

一

口
座
名
義
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
、
本
店
等
の
所
在
地
そ
の
他
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

二

保
有
す
る
算
定
割
当
量
の
種
別
（
第
二
条
第
六
項
各
号
の
種
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
の
数
量
及
び
識
別
番
号
（
算
定
割
当
量
を
一
単

位
ご
と
に
識
別
す
る
た
め
に
京
都
議
定
書
の
締
約
国
又
は
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
付
さ
れ
た
文
字
及
び
数
字
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

三

前
号
の
算
定
割
当
量
の
全
部
又
は
一
部
が
信
託
財
産
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項

（
措
置
の
実
施
の
状
況
の
把
握
等
）

第
四
十
二
条

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
の
実
施
の
状
況
を
自
ら
把
握
し
、
及
び
評
価
す
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
把
握
及
び
評
価
の
手

法
の
開
発
並
び
に
そ
の
成
果
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
主
務
大
臣
等
）

第
四
十
七
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
権
限
（
金
融
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
限
り
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
金
融
庁
長
官
に
委

任
す
る
。

４

こ
の
法
律
に
よ
る
主
務
大
臣
の
権
限
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

金
融
庁
長
官
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
の
一
部
を
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
に
委
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
（
抄
）

第
十
条

（
略
）

②
～
⑤

（
略
）

⑥

第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
組
合
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
二
の
二

（
略
）

十
三

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値

と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る

金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
」
と
い
う
。
）
（
第
六
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四
～
十
七

（
略
）

⑦
～

（
略
）

24

○
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
八
十
七
条
の
二

金
融
商
品
取
引
所
は
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
の
開
設
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
の
ほ
か
、
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
。
た
だ
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
の
開
設
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
の
遂
行
を
妨
げ
な
い

限
度
に
お
い
て
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
算
定
割

当
量
を
い
う
。
）
に
係
る
取
引
そ
の
他
金
融
商
品
の
取
引
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
を
行
う
市
場
の
開
設
及
び
こ
れ
に
附

帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

○
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
（
抄
）

（
信
用
協
同
組
合
）

第
九
条
の
八

（
略
）



- 12 -

２

信
用
協
同
組
合
は
、
前
項
の
事
業
の
ほ
か
、
次
の
事
業
を
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
六

（
略
）

十
七

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て

あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の

授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と

い
う
。
）
（
第
十
号
及
び
第
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
八
～
二
十
一

（
略
）

３
～
８

（
略
）

○
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
（
抄
）

（
信
用
金
庫
の
事
業
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

３

信
用
金
庫
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
に
付
随
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
二

（
略
）

十
三

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条

第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ

ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授

受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い

う
。
）
（
第
五
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四
～
十
六

（
略
）

４
～
９

（
略
）
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○
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
六
条

（
略
）

２

長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

三

算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当

量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
、
若
し
く
は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の

締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
業
務
で
あ
つ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

四

（
略
）

３
～
７

（
略
）

○
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
金
庫
の
事
業
）

第
五
十
八
条

（
略
）

２

労
働
金
庫
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
を
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
七

（
略
）

十
八

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て

あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の

授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
、
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
（
第
十
一
号
及
び
第
十
六
号
の
二
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
九
～
二
十
一

（
略
）

３
～
８

（
略
）
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○
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
条

（
略
）

２

銀
行
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
銀
行
業
に
付
随
す
る
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
三

（
略
）

十
四

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指

標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算

出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
（
第
五
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
五
～
十
七

（
略
）

３
～

（
略
）

10

○
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

第
九
十
八
条

保
険
会
社
は
、
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
に
付
随
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

一
～
七

（
略
）

八

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条

第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他

の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い

て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
（
資
産
の
運
用
の
た
め
に
行
う
も
の
並
び
に
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）
九
～
十
一

（
略
）

２
～
９

（
略
）
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○
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
五
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

農
林
中
央
金
庫
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
営
む
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
に
付
随
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
。

一
～
十
五

（
略
）

十
六

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
第
七
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数

値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ

る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
五
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

十
七
～
十
九

（
略
）

５
～
８

（
略
）

○
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
営
む
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
に
付
随
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
。

一
～
十
七

（
略
）

十
八

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ

め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約

す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
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の
う
ち
、
第
五
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

十
九
～
二
十
一

（
略
）

５
～
８

（
略
）

○
商
品
取
引
所
法
及
び
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
条
に

よ
る
改
正
後
の
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
三
条

商
品
取
引
所
は
、
商
品
又
は
商
品
指
数
に
つ
い
て
先
物
取
引
を
す
る
た
め
に
必
要
な
市
場
の
開
設
の
業
務
（
以
下
「
商
品
市
場
開
設
業
務

」
と
い
う
。
）
及
び
上
場
商
品
の
品
質
の
鑑
定
、
刊
行
物
の
発
行
そ
の
他
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
商
品
市
場
開
設
業
務
に
関
連
す
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
、

算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
取
引
を
行
う
市
場
の
開
設
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
、
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
設
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
（
株
式
会
社

商
品
取
引
所
が
行
う
場
合
に
限
る
。
）
又
は
金
融
商
品
債
務
引
受
業
等
（
同
法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引

受
業
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

○
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十

六
号
）
（
抄
）

第
二
条
の
二

国
は
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
で
、
国
が
負
担
又
は
補
助
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
民
間

投
資
の
拡
大
又
は
地
域
に
お
け
る
就
業
機
会
の
増
大
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
社
会
資
本
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
緊
急
に
実
施
す
る
必
要

の
あ
る
公
共
的
建
設
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
全
部
又
は
一
部
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無

利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
二

（
略
）

十
三

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
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等
に
資
す
る
技
術
を
用
い
た
住
宅
そ
の
他
の
施
設
の
普
及
の
促
進
の
た
め
の
施
設
を
整
備
す
る
事
業

地
方
公
共
団
体

２
・
３

（
略
）

○
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
（
抄
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
及
び
地
球
温
暖
化
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年

法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
防
止
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と

に
か
ん
が
み
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
し
又
は
地
球
温
暖
化
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
フ
ロ
ン
類
の
大
気
中
へ
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
、
特
定
製
品

か
ら
の
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
そ
の
破
壊
の
促
進
等
に
関
す
る
指
針
及
び
事
業
者
の
責
務
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
特
定
製
品
に
使
用
さ
れ
て
い
る

フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄

与
す
る
と
と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
フ
ロ
ン
類
」
と
は
、
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
及
び
ハ
イ
ド
ロ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
特
定
物
質

の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
で
あ
る
も
の
並

び
に
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
物
質
を
い
う
。

２
～
５

（
略
）

○
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
五
条

（
略
）

２

機
構
は
、
第
四
条
第
二
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
地
球
温
暖
化
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
）
の
防
止
に
寄
与
す
る
事
業
を
行
う
者
に
対
し
て
、
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
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す
る
技
術
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
合
理
化
の
た
め
の
技
術
並
び
に
鉱
工
業
の
技
術
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
。

三

（
略
）

○
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
二
号
）
（
抄
）

（
基
本
指
針
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

基
本
指
針
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
京
都
議
定
書
目
標
達

成
計
画
と
調
和
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）
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の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
29
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◎
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

実
施
計
画
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
二
章

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
三
章

削
除

第
三
章

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
（
第
十
条
―
第
十
九
条
）

第
四
章

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
（
第
二
十
条
―
第
二

第
四
章

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
（
第
二
十
条
―
第
二

十
七
条
）

十
七
条
）

第
五
章

森
林
等
に
よ
る
吸
収
作
用
の
保
全
等
（
第
二
十
八
条
）

第
五
章

森
林
等
に
よ
る
吸
収
作
用
の
保
全
等
（
第
二
十
八
条
）

第
六
章

割
当
量
口
座
簿
等
（
第
二
十
九
条
―
第
四
十
一
条
）

第
六
章

割
当
量
口
座
簿
等
（
第
二
十
九
条
―
第
四
十
一
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
七
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
七
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
地
球
温
暖
化
が
地
球
全
体
の
環
境
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ

（
以
下
「
京
都
議
定
書
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す

す
も
の
で
あ
り
、
気
候
系
に
対
し
て
危
険
な
人
為
的
干
渉
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
ら

る
と
と
も
に
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
）
第

な
い
水
準
に
お
い
て
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
を
安
定
化
さ
せ
地
球
温
暖

十
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
同
法
第
三
条
に
定

化
を
防
止
す
る
こ
と
が
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
す
べ
て
の
者
が
自
主
的
か
つ

め
る
基
本
原
則
に
の
っ
と
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
、
実
施
計
画
を
策
定
す

積
極
的
に
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
球

る
と
と
も
に
、
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の

温
暖
化
対
策
に
関
し
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
社

抑
制
等
を
促
進
す
る
た
め
の
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
球
温

会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
を
促
進
す

暖
化
対
策
の
着
実
な
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図
り
、

化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目

も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と

的
と
す
る
。

と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
球
温
暖
化
」
、
「
地
球
温
暖
化
対
策
」
、
「
温

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
球
温
暖
化
」
と
は
、
人
の
活
動
に
伴
っ
て
発
生

室
効
果
ガ
ス
」
及
び
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
」
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
地
球
温

す
る
温
室
効
果
ガ
ス
が
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に

暖
化
対
策
基
本
法
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
当
該
用
語
の
意

よ
り
、
地
球
全
体
と
し
て
、
地
表
及
び
大
気
の
温
度
が
追
加
的
に
上
昇
す
る
現
象

義
に
よ
る
。

を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
球
温
暖
化
対
策
」
と
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の

抑
制
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
（
以
下
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑

制
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
国
際
的
に
協
力
し
て
地
球
温
暖
化
の
防
止
を
図
る

た
め
の
施
策
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
温
室
効
果
ガ
ス
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
質
を
い
う
。

一

二
酸
化
炭
素

二

メ
タ
ン

三

一
酸
化
二
窒
素

四

ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の

五

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の

六

六
ふ
っ
化
硫
黄

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
」
と
は
、
人
の
活
動
に
伴
っ
て

発
生
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
を
大
気
中
に
排
出
し
、
放
出
し
若
し
く
は
漏
出
さ
せ
、

又
は
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
若
し
く
は
熱
（
燃
料
又
は
電
気
を
熱
源
と
す
る

も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

２

（
略
）

５

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
算
定
割
当
量
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
数
量
で
、
二
酸
化

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
算
定
割
当
量
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
数
量
で
、
二
酸
化

炭
素
一
ト
ン
を
表
す
単
位
に
よ
り
表
記
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

炭
素
一
ト
ン
を
表
す
単
位
に
よ
り
表
記
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

一

京
都
議
定
書
第
三
条
７
に
規
定
す
る
割
当
量

一

気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
（
以
下
「
京
都
議

定
書
」
と
い
う
。
）
第
三
条
７
に
規
定
す
る
割
当
量

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）
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（
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
等
の
算
定
等
）

（
国
の
責
務
）

第
三
条

政
府
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
及
び
吸
収
に
関
し
、
気
候
変
動
に
関
す

第
三
条

国
は
、
大
気
中
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
変
化
の
状
況
並
び
に
こ

る
国
際
連
合
枠
組
条
約
第
四
条
１

に
規
定
す
る
目
録
及
び
京
都
議
定
書
第
七
条

れ
に
関
連
す
る
気
候
の
変
動
及
び
生
態
系
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
観
測
及
び

(a)

１
に
規
定
す
る
年
次
目
録
を
作
成
す
る
た
め
、
毎
年
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室
効

監
視
を
行
う
と
と
も
に
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
地
球
温
暖
化
対
策
を
策
定
し
、

果
ガ
ス
の
排
出
量
及
び
吸
収
量
を
算
定
し
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
係
の
あ
る
施
策
に
つ
い
て
、
当
該
施

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で

削
除

策
の
目
的
の
達
成
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
が
行

わ
れ
る
よ
う
配
意
す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減

並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
地
方
公
共
団
体
の
施
策
を
支
援
し
、
及
び

事
業
者
、
国
民
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る
民
間
の
団
体
（
以
下
「
民
間
団
体

等
」
と
い
う
。
）
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
し
て
行
う
活
動
の
促

進
を
図
る
た
め
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

４

国
は
、
前
条
第
六
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
数
量
の
取
得
、
京
都
議
定

書
第
十
七
条
に
規
定
す
る
排
出
量
取
引
へ
の
参
加
そ
の
他
の
京
都
議
定
書
第
三
条

の
規
定
に
基
づ
く
約
束
の
履
行
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

５

国
は
、
地
球
温
暖
化
及
び
そ
の
影
響
の
予
測
に
関
す
る
調
査
、
温
室
効
果
ガ
ス

の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
技
術
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
対
策
の

策
定
に
必
要
な
調
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

６

国
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
観
測
及
び
監
視
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の

国
際
的
な
連
携
の
確
保
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
の
推
進
を
図
る
た
め
の
国
際
協

力
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
に
関
す
る
国
際
協
力
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
又
は
民
間
団
体
等
に
よ
る

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
す
る
国
際
協
力
の
た
め
の
活
動
の
促
進
を

図
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。
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（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
た
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の

量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
そ
の
区
域
の
事
業
者
又
は
住
民
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
し

て
行
う
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
前
項
に
規
定
す
る
施
策
に
関
す
る
情
報
の
提

供
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
五
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等

の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め

の
措
置
を
含
む
。
）
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団

体
が
実
施
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
に
協
力
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
の
責
務
）

第
六
条

国
民
は
、
そ
の
日
常
生
活
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実

施
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
等
の
算
定
等
）

第
七
条

政
府
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
及
び
吸
収
に
関
し
、
気
候
変
動
に
関
す

る
国
際
連
合
枠
組
条
約
第
四
条
１

に
規
定
す
る
目
録
及
び
京
都
議
定
書
第
七
条

(a)

１
に
規
定
す
る
年
次
目
録
を
作
成
す
る
た
め
、
毎
年
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
量
及
び
吸
収
量
を
算
定
し
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。



- 5 -

第
二
章

実
施
計
画

第
二
章

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画

（
実
施
計
画
）

（
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
）

第
八
条

政
府
は
、
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
と
と

第
八
条

政
府
は
、
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
た
め

も
に
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
第
十
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に

に
必
要
な
目
標
の
達
成
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」

資
す
る
た
め
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
に
即
し
て
、
地
球

と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

温
暖
化
対
策
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

実
施
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

一

計
画
期
間

一

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
方
向

二

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
の
そ
れ
ぞ
れ
が
講
ず
べ
き
温
室
効

二

国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
の
そ
れ
ぞ
れ
が
講
ず
べ
き
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
（
以
下
「
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本
的
事
項

果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
基
本
的
事

項
三

計
画
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
物
質
の
種
類
そ
の
他
の
区
分
ご

三

温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
物
質
の
種
類
そ
の
他
の
区
分
ご
と
の
温
室
効
果
ガ
ス

と
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
及
び
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標

の
排
出
の
抑
制
及
び
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

七

計
画
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
総
排
出
量
が
相
当
程
度
多
い
事
業
者
に

七

温
室
効
果
ガ
ス
総
排
出
量
が
相
当
程
度
多
い
事
業
者
に
つ
い
て
温
室
効
果
ガ

つ
い
て
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効

ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑

果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
し
策
定

制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
し
策
定
及
び
公
表
に
努
め
る

及
び
公
表
に
努
め
る
べ
き
計
画
に
関
す
る
基
本
的
事
項

べ
き
計
画
に
関
す
る
基
本
的
事
項

八

第
二
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
数
量
の
取
得
、
京
都
議
定
書

八

第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
措
置
に
関
す
る
基
本
的
事
項

第
十
七
条
に
規
定
す
る
排
出
量
取
引
へ
の
参
加
そ
の
他
の
京
都
議
定
書
第
三
条

の
規
定
に
基
づ
く
約
束
の
履
行
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
本
的
事
項

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
計
画
期
間
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
に

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
重
要
事
項

関
す
る
重
要
事
項

３

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
実
施
計
画
の
案
を
作

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
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成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
実
施
計
画
の
案
を
作

成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
並
び
に
事
業
者
、
国
民
及
び
こ
れ
ら
の
者

の
組
織
す
る
民
間
の
団
体
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅

る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
実
施
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば

滞
な
く
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
実
施
計
画
の
変
更
）

（
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
変
更
）

第
九
条

政
府
は
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
及
び
吸
収
の
量
の
状

第
九
条

政
府
は
、
平
成
二
十
一
年
に
お
い
て
、
我
が
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス

況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
実
施
計
画
に
定
め
ら
れ
た
目
標
及
び
施
策
に
つ

の
排
出
及
び
吸
収
の
量
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
京
都
議
定
書
目
標

い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

達
成
計
画
に
定
め
ら
れ
た
目
標
及
び
施
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
と
す

る
。

２

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

２

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
実
施
計
画
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
変
更
に

す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章

削
除

第
三
章

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
の
設
置
）

第
十
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

第
十
条

地
球
温
暖
化
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
十
一
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
案
の
作
成
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

二

長
期
的
展
望
に
立
っ
た
地
球
温
暖
化
対
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
総
合
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
十
二
条

本
部
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
副

本
部
長
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
）

第
十
三
条

本
部
の
長
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と

い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
副
本
部
長
）

第
十
四
条

本
部
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と

い
う
。
）
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
を
も
っ
て

充
て
る
。

２

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
）

第
十
五
条

本
部
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い

う
。
）
を
置
く
。

２

本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
す
べ
て
の
国
務
大
臣
を
も
っ
て
充

て
る
。

（
幹
事
）

第
十
六
条

本
部
に
、
幹
事
を
置
く
。

２

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
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る
。

３

幹
事
は
、
本
部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
員
を

助
け
る
。

（
事
務
）

第
十
七
条

本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
処
理
し
、
命
を
受
け
て

内
閣
官
房
副
長
官
補
が
掌
理
す
る
。

（
主
任
の
大
臣
）

第
十
八
条

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五

号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
九
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政

令
で
定
め
る
。

第
四
章

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策

第
四
章

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
施
策

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
）

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
）

第
二
十
条

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
技
術
に
関
す
る
知

第
二
十
条

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
技
術
に
関
す
る
知

見
及
び
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
に
関
す

見
及
び
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
に
関
す

る
情
報
そ
の
他
の
情
報
を
活
用
し
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
実
施

る
情
報
そ
の
他
の
情
報
を
活
用
し
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
温
室

計
画
に
基
づ
き
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
総

効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推

合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

進
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
実
施
計
画
を
勘
案
し
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会

２

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
勘
案
し
、
そ
の
区

的
条
件
に
応
じ
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
総
合
的
か
つ
計

域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め

画
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。
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（
政
府
実
行
計
画
等
）

（
政
府
実
行
計
画
等
）

第
二
十
条
の
二

政
府
は
、
実
施
計
画
に
即
し
て
、
そ
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、

第
二
十
条
の
二

政
府
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
即
し
て
、
そ
の
事
務
及

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め

び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全

の
措
置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
政
府
実
行
計
画
」
と
い

及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
政
府
実
行

う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
等
）

（
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
等
）

第
二
十
条
の
三

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
実
施
計
画
に
即
し
て
、
当
該
都
道
府

第
二
十
条
の
三

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
即
し

県
及
び
市
町
村
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減

て
、
当
該
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の

並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
地

排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

方
公
共
団
体
実
行
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

計
画
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
並
び
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

３

都
道
府
県
並
び
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一

項
の
中
核
市
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例
市
（
以

項
の
中
核
市
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例
市
（
以

下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
に
お
い
て
、
前

下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
に
お
い
て
、
前

項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
温
室
効

項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
を
行
う
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ

果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
を
行
う
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ

る
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

太
陽
光
、
風
力
そ
の
他
の
化
石
燃
料
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
っ
て
、
そ

一

太
陽
光
、
風
力
そ
の
他
の
化
石
燃
料
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
て
、
そ
の

の
区
域
の
自
然
的
条
件
に
適
し
た
も
の
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
事
項

区
域
の
自
然
的
条
件
に
適
し
た
も
の
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
事
項

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

４
～

（
略
）

４
～

（
略
）

12

12

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
と
の
関
係
）

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
と
の
関
係
）

第
二
十
一
条
の
十

特
定
排
出
者
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

第
二
十
一
条
の
十

特
定
排
出
者
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条

法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
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の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
五

の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
五

十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
と

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
と

き
は
、
第
二
十
一
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
七
条
の
規

き
は
、
第
二
十
一
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
七
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
報
告
の
う
ち
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
に
係
る
事
項

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
報
告
の
う
ち
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
に
係
る
事
項

に
関
す
る
部
分
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ

に
関
す
る
部
分
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素

ー
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素

の
排
出
量
に
つ
い
て
の
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
と
み
な
す

の
排
出
量
に
つ
い
て
の
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
と
み
な
す

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
特
定
排
出
者
に
係
る
事
業
を
所
管
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
特
定
排
出
者
に
係
る
事
業
を
所
管
す
る

大
臣
（
以
下
「
事
業
所
管
大
臣
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
第
二
十
一
条
の
三
第

大
臣
（
以
下
「
事
業
所
管
大
臣
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
第
二
十
一
条
の
三
第

一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
三
項
及

一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
八
第
一
項
、
第
二
項
及

び
第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
八
第
一
項
、
第
二
項
及

び
第
五
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
二
項
中
「

び
第
五
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
一
項
中
「

事
業
所
管
大
臣
」
と
あ
り
、
第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
の
八
第

事
業
所
管
大
臣
」
と
あ
り
、
第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
の
八
第

四
項
中
「
当
該
事
業
所
管
大
臣
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
中

四
項
中
「
当
該
事
業
所
管
大
臣
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
中

「
関
係
事
業
所
管
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
十
九

「
関
係
事
業
所
管
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
十
九

条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ

条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ

い
て
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
（
同

い
て
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
（
同

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
主

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
主

務
大
臣
」
と
、
同
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
「
エ
ネ

務
大
臣
」
と
、
同
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
大

ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
大

臣
」
と
、
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
一
条
第
六

臣
」
と
、
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
一
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
「
国

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
「
国

土
交
通
大
臣
」
と
、
同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は

土
交
通
大
臣
」
と
、
同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
主
務
大
臣
」
と
す
る
ほ
か
、
第
二
十
一
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
、
第
四
十
五
条

る
主
務
大
臣
」
と
す
る
ほ
か
、
第
二
十
一
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
、
第
四
十
五
条

及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定

及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定

め
る
。

め
る
。
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（
事
業
者
の
事
業
活
動
に
関
す
る
計
画
等
）

（
事
業
者
の
事
業
活
動
に
関
す
る
計
画
等
）

第
二
十
二
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
実
施
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ

第
二
十
二
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画

に
留
意
し
つ
つ
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
つ
つ
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の

た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の

排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に

措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
に
努
め
な

寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
計
画
の
作
成
及
び
公
表
を
行
っ
た
事
業
者
は
、
実
施
計
画
の
定
め
る
と

２

前
項
の
計
画
の
作
成
及
び
公
表
を
行
っ
た
事
業
者
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成

こ
ろ
に
留
意
し
つ
つ
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
、
同
項
の
計
画
に
係
る
措
置
の
実

計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
つ
つ
、
単
独
に
又
は
共
同
し
て
、
同
項
の
計
画

施
の
状
況
を
公
表
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
係
る
措
置
の
実
施
の
状
況
を
公
表
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
実
施
計
画
に
定
め
ら
れ
た
温
室
効
果

第
二
十
八
条

政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
定
め

ガ
ス
の
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
森
林
・
林
業
基
本
法
（
昭

ら
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
森
林
・

和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
森
林
・
林
業

林
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

基
本
計
画
そ
の
他
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
又
は
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進

す
る
森
林
・
林
業
基
本
計
画
そ
の
他
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
又
は
緑
地
の
保
全

に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
を
図

及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
の
保

る
も
の
と
す
る
。

全
及
び
強
化
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
割
当
量
口
座
簿
の
記
録
事
項
）

（
割
当
量
口
座
簿
の
記
録
事
項
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
二
号
の
管
理
口
座
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
。

３

第
一
項
第
二
号
の
管
理
口
座
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

保
有
す
る
算
定
割
当
量
の
種
別
（
第
二
条
第
三
項
各
号
の
種
別
を
い
う
。
以

二

保
有
す
る
算
定
割
当
量
の
種
別
（
第
二
条
第
六
項
各
号
の
種
別
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
ご
と
の
数
量
及
び
識
別
番
号
（
算
定
割
当
量
を
一
単
位
ご
と
に
識

下
同
じ
。
）
ご
と
の
数
量
及
び
識
別
番
号
（
算
定
割
当
量
を
一
単
位
ご
と
に
識

別
す
る
た
め
に
京
都
議
定
書
の
締
約
国
又
は
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠

別
す
る
た
め
に
京
都
議
定
書
の
締
約
国
又
は
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠

組
条
約
の
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
付
さ
れ
た
文
字
及

組
条
約
の
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
付
さ
れ
た
文
字
及

び
数
字
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

び
数
字
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）
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（
措
置
の
実
施
の
状
況
の
把
握
等
）

（
措
置
の
実
施
の
状
況
の
把
握
等
）

第
四
十
二
条

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
並
び
に
事
業
者
、
国
民
及
び
こ
れ
ら
の
者

第
四
十
二
条

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

の
組
織
す
る
民
間
の
団
体
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（

出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄

他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。

与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
の
実
施
の
状
況
を
自
ら
把
握
し
、
及
び
評
価
す

）
の
実
施
の
状
況
を
自
ら
把
握
し
、
及
び
評
価
す
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
把
握

る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
把
握
及
び
評
価
の
手
法
の
開
発
並
び
に
そ
の
成
果
の
普

及
び
評
価
の
手
法
の
開
発
並
び
に
そ
の
成
果
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
四
十
七
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る

第
四
十
七
条

大
臣
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
第
三
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
大
臣
と
す
る

。
２

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
事
業
所

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
事
業
所

管
大
臣
と
す
る
。

管
大
臣
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

２
～
４

（
略
）

６

金
融
庁
長
官
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
委

５

金
融
庁
長
官
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委

任
さ
れ
た
権
限
の
一
部
を
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

任
さ
れ
た
権
限
の
一
部
を
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。
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◎
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書

（
以
下
「
京
都
議
定
書
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す

（
以
下
「
京
都
議
定
書
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す

る
と
と
も
に
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
）
第

る
と
と
も
に
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
）
第

十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
同
法

十
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
同
法
第
三
条
に
定

第
三
条
に
定
め
る
基
本
原
則
に
の
っ
と
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
、
実
施
計

め
る
基
本
原
則
に
の
っ
と
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
、
実
施
計
画
を
策
定
す

画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
温
室
効
果
ガ

る
と
と
も
に
、
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の

ス
の
排
出
の
抑
制
等
を
促
進
す
る
た
め
の
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ

抑
制
等
を
促
進
す
る
た
め
の
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
球
温

り
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
着
実
な
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民

暖
化
対
策
の
着
実
な
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文

の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す

化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

的
と
す
る
。

（
実
施
計
画
）

（
実
施
計
画
）

第
八
条

政
府
は
、
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
と
と

第
八
条

政
府
は
、
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
と
と

も
に
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
目

も
に
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
第
十
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に

標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
に
即

資
す
る
た
め
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
に
即
し
て
、
地
球

し
て
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う

温
暖
化
対
策
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め

。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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◎
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

②
～
⑤

（
略
）

②
～
⑤

（
略
）

⑥

第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
組
合
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業
の
全

⑥

第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
組
合
員
の
た
め
に
、
次
の
事
業
の
全

部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
二
の
二

（
略
）

一
～
十
二
の
二

（
略
）

十
三

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

十
三

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規

定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
第
七
号
に

定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
第
七
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者

お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者

間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の

間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の

数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に

数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に

類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金

類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金

融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行

融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行

う
組
合
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し

う
組
合
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し

て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
六
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当

て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
六
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）

す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四
～
十
七

（
略
）

十
四
～
十
七

（
略
）

⑦
～

（
略
）

⑦
～

（
略
）

24

24
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◎
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
八
十
七
条
の
二

金
融
商
品
取
引
所
は
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
の
開
設
及
び
こ

第
八
十
七
条
の
二

金
融
商
品
取
引
所
は
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
の
開
設
及
び
こ

れ
に
附
帯
す
る
業
務
の
ほ
か
、
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

れ
に
附
帯
す
る
業
務
の
ほ
か
、
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は

内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は

、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
を
い
う
。
）
に
係
る
取
引

百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
を
い
う
。
）
に
係
る
取
引

を
行
う
市
場
の
開
設
の
業
務
、
商
品
先
物
取
引
を
す
る
た
め
に
必
要
な
市
場
の
開

を
行
う
市
場
の
開
設
の
業
務
、
商
品
先
物
取
引
を
す
る
た
め
に
必
要
な
市
場
の
開

設
の
業
務
（
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
が
行
う
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
他
金
融

設
の
業
務
（
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
が
行
う
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
他
金
融

商
品
の
取
引
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
を
行
う
市
場
の

商
品
の
取
引
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
を
行
う
市
場
の

開
設
の
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

開
設
の
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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◎
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
信
用
協
同
組
合
）

（
信
用
協
同
組
合
）

第
九
条
の
八

（
略
）

第
九
条
の
八

（
略
）

２

信
用
協
同
組
合
は
、
前
項
の
事
業
の
ほ
か
、
次
の
事
業
を
併
せ
行
う
こ
と
が
で

２

信
用
協
同
組
合
は
、
前
項
の
事
業
の
ほ
か
、
次
の
事
業
を
併
せ
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

十
七

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

十
七

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
（
定

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定

義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約

同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約

定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の

定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の

差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す

差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す

る
取
引
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ

る
取
引
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
信
用
協
同
組
合
の
経
営
の
健
全
性
を
損

バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
信
用
協
同
組
合
の
経
営
の
健
全
性
を
損

な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（

な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（

第
十
号
及
び
第
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
十
号
及
び
第
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
八
～
二
十
一

（
略
）

十
八
～
二
十
一

（
略
）

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）
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◎
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
信
用
金
庫
の
事
業
）

（
信
用
金
庫
の
事
業
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

信
用
金
庫
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
に
付
随

３

信
用
金
庫
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
に
付
随

す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

十
三

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
（
定

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定

義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約

同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約

定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の

定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の

差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す

差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す

る
取
引
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ

る
取
引
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
信
用
金
庫
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う

バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
信
用
金
庫
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
第
五

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
第
五

号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四
～
十
六

（
略
）

十
四
～
十
六

（
略
）

４
～
９

（
略
）

４
～
９

（
略
）
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◎
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
の
遂
行
を

２

長
期
信
用
銀
行
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
の
遂
行
を

妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

三

算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ

第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ

れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し

れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し

、
若
し
く
は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取

、
若
し
く
は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取

次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
業
務
で
あ
つ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
業
務
で
あ
つ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

四

（
略
）

四

（
略
）

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）
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◎
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
金
庫
の
事
業
）

（
金
庫
の
事
業
）

第
五
十
八
条

（
略
）

第
五
十
八
条

（
略
）

２

労
働
金
庫
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
付
随
す

２

労
働
金
庫
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
付
随
す

る
業
務
を
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

る
業
務
を
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

十
八

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
（
定

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定

義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約

同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約

定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の

定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の

差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す

差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す

る
取
引
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い

る
取
引
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い

て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
労
働
金
庫
の
経
営
の

て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
労
働
金
庫
の
経
営
の

健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令
・
厚

健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令
・
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
十
一
号
及
び
第
十
六
号
の
二
に
掲
げ
る
業
務

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
十
一
号
及
び
第
十
六
号
の
二
に
掲
げ
る
業
務

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
九
～
二
十
一

（
略
）

十
九
～
二
十
一

（
略
）

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）
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◎
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

銀
行
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
銀

２

銀
行
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
銀

行
業
に
付
随
す
る
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

行
業
に
付
随
す
る
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

十
四

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
（
定

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定

義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条

義
）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条

第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ

第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ

め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当

め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当

該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又

該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又

は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い

は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い

て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
銀
行
の
経
営
の
健
全

て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
銀
行
の
経
営
の
健
全

性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
（
第
五
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

も
の
（
第
五
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
五
～
十
七

（
略
）

十
五
～
十
七

（
略
）

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

10

10
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◎
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
九
十
八
条

保
険
会
社
は
、
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
当

第
九
十
八
条

保
険
会
社
は
、
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
当

該
業
務
に
付
随
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

該
業
務
に
付
随
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の

八

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の

推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
（
定
義

推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定
義

）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第

）
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第

二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら

二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら

か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実

か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実

の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取

の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取

引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に

引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に

お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
保
険
会
社
の
経

お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
保
険
会
社
の
経

営
の
健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令

営
の
健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
（
資
産
の
運
用
の
た
め
に
行
う
も
の
並
び
に
第
四
号
及
び
第
六

で
定
め
る
も
の
（
資
産
の
運
用
の
た
め
に
行
う
も
の
並
び
に
第
四
号
及
び
第
六

号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

九
～
十
一

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）
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◎
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
五
十
四
条

（
略
）

第
五
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

農
林
中
央
金
庫
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
営
む
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
に

４

農
林
中
央
金
庫
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
営
む
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
に

付
随
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

付
随
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

十
六

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規

定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
第
七
項
第
五
号

定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
第
七
項
第
五
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事

者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標

者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標

の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ

の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ

に
類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金

に
類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金

融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
農
林
中
央
金
庫
の
経
営
の
健

融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
農
林
中
央
金
庫
の
経
営
の
健

全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め

全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め

る
も
の
（
第
五
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

る
も
の
（
第
五
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）

）

十
七
～
十
九

（
略
）

十
七
～
十
九

（
略
）

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）
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◎
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
営
む
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業

４

商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
営
む
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業

務
に
付
随
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

務
に
付
随
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

十
八

金
利
、
通
貨
の
価
格
、
商
品
の
価
格
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規

定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

定
す
る
算
定
割
当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た

の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た

数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ

数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ

い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で

い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
で

あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う

取
引
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
五

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
五

号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
九
～
二
十
一

十
九
～
二
十
一

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）
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◎
商
品
取
引
所
法
及
び
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
条

商
品
取
引
所
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条

商
品
取
引
所
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
の
範
囲
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
開
設
の
業

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
の
範
囲
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
開
設
の
業

務
」
の
下
に
「
（
以
下
「
商
品
市
場
開
設
業
務
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条

務
」
の
下
に
「
（
以
下
「
商
品
市
場
開
設
業
務
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け

た
だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け

た
場
合
は
、
商
品
市
場
開
設
業
務
に
関
連
す
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業

た
場
合
は
、
商
品
市
場
開
設
業
務
に
関
連
す
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業

務
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

務
、
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
を
い
う
。
以
下
同

律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
係
る
取
引
を
行
う
市
場
の
開
設
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業

じ
。
）
に
係
る
取
引
を
行
う
市
場
の
開
設
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業

務
、
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五

務
、
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五

号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
開
設
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
（
株
式
会
社
商
品
取
引
所
が
行
う

の
開
設
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
（
株
式
会
社
商
品
取
引
所
が
行
う

場
合
に
限
る
。
）
又
は
金
融
商
品
債
務
引
受
業
等
（
同
法
第
百
五
十
六
条
の
三

場
合
に
限
る
。
）
又
は
金
融
商
品
債
務
引
受
業
等
（
同
法
第
百
五
十
六
条
の
三

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
等
を
い
う
。
以
下
同

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

じ
。
）
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

第
三
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
認
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
認
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
条
件
は
、
公
益
若
し
く
は
取
引
の
公
正
の
確
保
の
た
め
又
は
委
託
者

３

前
項
の
条
件
は
、
公
益
若
し
く
は
取
引
の
公
正
の
確
保
の
た
め
又
は
委
託
者

の
保
護
の
た
め
必
要
な

小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
保
護
の
た
め
必
要
な

小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

４

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
申
請
に
係
る
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
商
品
取
引
所
の
業
務
の
公

て
、
当
該
申
請
に
係
る
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
商
品
取
引
所
の
業
務
の
公
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共
性
に
対
す
る
信
頼
を
損
な
う
お
そ
れ
又
は
商
品
市
場
開
設
業
務
及
び
こ
れ
に

共
性
に
対
す
る
信
頼
を
損
な
う
お
そ
れ
又
は
商
品
市
場
開
設
業
務
及
び
こ
れ
に

附
帯
す
る
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る

附
帯
す
る
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
当
該
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）
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◎
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第

七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
条
の
二

国
は
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
で
、
国
が
負
担
又
は

第
二
条
の
二

国
は
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
で
、
国
が
負
担
又
は

補
助
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
民
間
投
資
の
拡
大
又
は

補
助
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
民
間
投
資
の
拡
大
又
は

地
域
に
お
け
る
就
業
機
会
の
増
大
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
社
会
資
本
を
整
備

地
域
に
お
け
る
就
業
機
会
の
増
大
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
社
会
資
本
を
整
備

す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
緊
急
に
実
施
す
る
必
要
の
あ
る
公
共
的
建
設
事
業
に
要
す

す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
緊
急
に
実
施
す
る
必
要
の
あ
る
公
共
的
建
設
事
業
に
要
す

る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
全
部
又
は
一
部
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、

る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
全
部
又
は
一
部
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号

十
三

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号

）
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
資

）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
資
す
る
技

す
る
技
術
を
用
い
た
住
宅
そ
の
他
の
施
設
の
普
及
の
促
進
の
た
め
の
施
設
を
整

術
を
用
い
た
住
宅
そ
の
他
の
施
設
の
普
及
の
促
進
の
た
め
の
施
設
を
整
備
す
る

備
す
る
事
業

地
方
公
共
団
体

事
業

地
方
公
共
団
体

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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◎
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
及
び
地
球
温

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
及
び
地
球
温

暖
化
（
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
）
第
二
条

暖
化
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号

第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
防
止
に
積
極
的
に

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
防
止
に

取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
し
又
は
地

積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊

球
温
暖
化
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
フ
ロ
ン
類
の
大
気
中
へ
の
排
出
を
抑
制
す

し
又
は
地
球
温
暖
化
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
フ
ロ
ン
類
の
大
気
中
へ
の
排
出

る
た
め
、
特
定
製
品
か
ら
の
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
そ
の
破
壊
の
促
進
等
に
関
す

を
抑
制
す
る
た
め
、
特
定
製
品
か
ら
の
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
そ
の
破
壊
の
促
進

る
指
針
及
び
事
業
者
の
責
務
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
特
定
製
品
に
使
用
さ
れ
て

等
に
関
す
る
指
針
及
び
事
業
者
の
責
務
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
特
定
製
品
に
使

い
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
、

用
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
等

も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と

を
講
じ
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄

と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

与
す
る
と
と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
フ
ロ
ン
類
」
と
は
、
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
フ
ロ
ン
類
」
と
は
、
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン

及
び
ハ
イ
ド
ロ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る

及
び
ハ
イ
ド
ロ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る

オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条

オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
で
あ
る
も
の
並
び
に
地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
第

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
で
あ
る
も
の
並
び
に
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に

二
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
物
質
を
い
う
。

関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
物
質
を
い
う
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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◎
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

機
構
は
、
第
四
条
第
二
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

２

機
構
は
、
第
四
条
第
二
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
地
球
温
暖
化
（
地

二

前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
地
球
温
暖
化
（
地

球
温
暖
化
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
）
第
二
条
第
一
項

球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
）
の
防
止
に
寄
与
す
る
事
業
を
行
う
者
に

条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
）
の
防
止
に
寄
与
す
る
事
業
を

対
し
て
、
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
技
術
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
合
理

行
う
者
に
対
し
て
、
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
技
術
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー

化
の
た
め
の
技
術
並
び
に
鉱
工
業
の
技
術
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
。

使
用
合
理
化
の
た
め
の
技
術
並
び
に
鉱
工
業
の
技
術
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ

と
。

三

（
略
）

三

（
略
）
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◎
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
基
本
指
針
）

（
基
本
指
針
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

基
本
指
針
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

３

基
本
指
針
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
と
調
和
す
る
も
の
で
な
け
れ

百
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
と
調
和
す

ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）



地球温暖化対策基本法案の概要

鳩山総理大臣の国連演説に基づき、地球温暖化対策を推進するため、中長期的な排出削減目標
を設定し、あらゆる政策を総動員することを明らかにする必要がある。

法律の必要性

法案の概要法案の概要

地球温暖化の防止及び地球温暖化への適応が人類共通の課題であり、国際的枠組みの下で
取り組むことが重要であることにかんがみ、温室効果ガスができる限り排出されない社会を実
現するため、経済の成長、雇用の安定及びエネルギーの安定的な供給の確保を図りつつ地球

目的

現するため、経済の成長、雇用の安定及びエネルギ の安定的な供給の確保を図りつつ地球
温暖化対策を推進し、地球環境の保全並びに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の
確保に寄与

地球温暖化対策として以下の原則を規定
• 新たな生活様式の確立等を通じて、経済の持続的な成長を実現しつつ、温室効果ガスの排

削減が き 社会を構築

基本原則

出削減ができる社会を構築
• 国際的協調の下の積極的な推進
• 地球温暖化の防止等に資する産業の発展及び就業の機会の増大、雇用の安定
• エネルギーに関する施策との連携、エネルギーの安定的な供給の確保
• 経済活動・国民生活に及ぼす効果・影響についての理解を得る 等

中長期目標

温室効果ガス削減目標：公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築や意欲的な目標の合意を前
提として、2020年までに25％を削減。また、2050年までに80％を削減（いずれも1990年比）
一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合を10％（2020年）とする。

地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画を策定

基本計画

地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画を策定

《地球温暖化対策のうち特に重要な具体的施策》
国内排出量取引制度の創設 （法制上の措置につ

いて、施行後1年以内を目途に成案を得る）
地球温暖化対策のための税の平成23年度からの

基本的施策

《地域づくり》
都市機能の集積等による地域社会の形成に係る
施策
自動車の適正使用等による交通に係る排出抑制地球温暖化対策のための税の平成23年度からの

実施に向けた検討その他の税制全体のグリーン
化
再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度の
創設その他の再生可能エネルギーの利用の促進

《日々の暮らし》
機械器具・建築物等の省エネの促進

《ものづくり》
革新的な技術開発の促進
機械器具・建築物等の省エネの促進

自動車の適正使用等による交通に係る排出抑制

森林の整備、緑化の推進等温室効果ガスの吸収
作用の保全及び強化
地方公共団体に対する必要な措置

自発的な活動の促進
教育及び学習の振興
排出量情報等の公表

機械器具 建築物等の省 ネの促進

温室効果ガスの排出の量がより少ないエネル
ギーへの転換、化石燃料の有効利用の促進
地球温暖化の防止等に資する新たな事業の創出

《国際協調等》
国際的連携の確保、国際協力の推進

原子力に係る施策

地球温暖化への適応 等
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地
球
温
暖
化
対
策
基
本
法
案
要
綱

第
一

総
則

一

目
的

こ
の
法
律
は
、
気
候
系
に
対
し
て
危
険
な
人
為
的
干
渉
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
ら
な
い
水
準
に
お
い
て
大
気
中
の
温
室
効

果
ガ
ス
の
濃
度
を
安
定
化
さ
せ
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
こ
と
及
び
地
球
温
暖
化
に
適
応
す
る
こ
と
が
人
類
共
通
の
課
題

で
あ
り
、
す
べ
て
の
主
要
な
国
が
参
加
す
る
公
平
な
か
つ
実
効
性
が
確
保
さ
れ
た
地
球
温
暖
化
の
防
止
の
た
め
の
国
際
的

な
枠
組
み
の
下
に
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
球
全
体
に
お
け
る
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
の
中
で
率
先
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
の
在
り
方
を

含
め
社
会
経
済
構
造
の
転
換
を
促
進
し
つ
つ
、
脱
化
石
燃
料
化
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
源
の
化
石
燃
料
に
依
存
す
る
程
度

を
で
き
る
限
り
低
減
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
を
で
き
る
限
り
削
減

し
、
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
を
保
全
し
、
及
び
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
地
球
温
暖
化
に
適
応
す
る

こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
環
境
基
本
法
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
、
基
本
原

則
を
定
め
、
並
び
に
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
国
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
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排
出
の
量
の
削
減
に
関
す
る
中
長
期
的
な
目
標
を
設
定
し
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
経
済
の
成
長
、
雇
用
の
安
定
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
り
つ
つ
地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
し

、
も
っ
て
地
球
環
境
の
保
全
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

定
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
球
温
暖
化
」
と
は
、
人
の
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
が
大
気
中
の
温
室
効

果
ガ
ス
の
濃
度
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
球
全
体
と
し
て
、
地
表
、
大
気
及
び
海
水
の
温
度
が
追
加
的
に
上
昇

す
る
現
象
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
球
温
暖
化
対
策
」
と
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び

強
化
（
以
下
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
国
際
的
に
協
力
し
て
地
球
温
暖
化
の
防
止

を
図
る
た
め
の
施
策
並
び
に
地
球
温
暖
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
被
害
及
び
生
物
の
多
様
性

、
食
料
の
生
産
、
人
の
健
康
等
へ
の
悪
影
響
の
防
止
及
び
軽
減
そ
の
他
の
国
内
及
び
国
外
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
へ
の

適
応
を
図
る
た
め
の
施
策
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
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３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
温
室
効
果
ガ
ス
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
質
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
酸
化
炭
素
、
メ
タ
ン
及
び
一
酸
化
二
窒
素

(1)

ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
及
び
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の

(2)

六
ふ
っ
化
硫
黄

(3)

か
ら

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
を
も
た
ら
す
程
度
の
大
き
い
物
質
と
し
て
国
際
約
束
に
よ
り
そ

(4)

(1)

(3)

の
排
出
を
抑
制
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
物
質
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
」
と
は
、
人
の
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
を
大
気
中

に
排
出
し
、
放
出
し
、
若
し
く
は
漏
出
さ
せ
、
又
は
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
若
し
く
は
熱
（
燃
料
又
は
電
気
を
熱

源
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
利
用
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

太
陽
光
、
風
力
、
水
力
及
び
地
熱

(1)

太
陽
熱

(2)
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バ
イ
オ
マ
ス
（
動
植
物
に
由
来
す
る
有
機
物
で
あ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（

(3)
原
油
、
石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
製
造
さ
れ
る
製
品
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

か
ら

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
化
石
燃
料
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
う
ち
、
永
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で

(4)

(1)

(3)

き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
フ
ロ
ン
類
等
」
と
は
、
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
及
び
ハ
イ
ド
ロ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
の
う
ち
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
で

あ
る
も
の
、
３
の

及
び

に
掲
げ
る
物
質
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
質
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
も
の

(2)

(3)

と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

三

基
本
原
則

１

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
で
き
る
限
り
抑
制
す
る
こ

と
そ
の
他
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
す
る
行
動
が
新
た
な
生
活
様
式
の
確
立
等
を
通
じ
て
積
極
的
に
行

わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
国
民
生
活
及
び
産
業
の
国
際
競
争
力
が
確
保
さ
れ
た
経
済
の
持
続
的
な
成
長
を
実
現

し
つ
つ
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
を
削
減
し
、
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
を
保
全
し
、
及
び
強
化
す
る
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こ
と
が
で
き
る
社
会
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

２

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
こ
と
及
び
地
球
温
暖
化
に
適
応
す
る
こ
と
が
人
類
共
通
の
課
題
で

あ
る
こ
と
並
び
に
我
が
国
の
経
済
社
会
が
国
際
的
な
密
接
な
相
互
依
存
関
係
の
中
で
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み

、
我
が
国
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
、
技
術
、
経
験
等
を
生
か
し
て
、
及
び
国
際
社
会
に
お
い
て
我
が
国
の
占
め
る
地
位
に

応
じ
て
、
国
際
的
協
調
の
下
に
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

３

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
技
術
の
開
発
そ
の
他
の
研
究
開

発
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
が
図
ら
れ

る
よ
う
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

４

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
産
業
の
発
展
並
び
に
こ
れ
に
よ

る
就
業
の
機
会
の
増
大
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
伴
い
影
響
を
受
け
る
事
業
に
従
事
す
る

者
の
雇
用
の
安
定
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

５

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給
の
確

保
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
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６

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
地
球
温
暖
化
が
国
民
生
活
に
広
範
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
防
災

、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
、
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
、
保
健
衛
生
及
び
医
療
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
と
の
連
携
を

図
り
つ
つ
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

７

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
経
済
活
動
及
び
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
効
果
及
び
影
響
に
つ
い
て
事
業
者
及
び
国
民
の
理
解
を

得
つ
つ
、
適
切
な
財
政
運
営
に
配
慮
し
な
が
ら
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

四

国
の
責
務

１

国
は
、
三
に
定
め
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
の
基
本
原
則
（
五
の
１
に
お
い
て
「
基
本
原
則
」
と
い
う
。
）
に

の
っ
と
り
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
地
球
温
暖
化
対
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
。

２

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
温

室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
関
係
の
あ
る
施
策
に
つ
い
て
、
当
該
施
策
の
目
的
の
達

成
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
が
行
わ
れ
る
よ
う
配
意
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

３

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
り
地
方
公
共
団
体
並
び
に
事
業
者
、
国
民
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
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組
織
す
る
民
間
の
団
体
（
以
下
「
民
間
団
体
等
」
と
い
う
。
）
と
連
携
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共

団
体
の
地
球
温
暖
化
対
策
を
支
援
し
、
並
び
に
民
間
団
体
等
が
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
関

し
て
行
う
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

国
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化

に
資
す
る
物
品
及
び
役
務
の
調
達
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
そ
の
他
の
温

室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

五

地
方
公
共
団
体
の
責
務

１

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
原
則
に
の
っ
と
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て

、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
こ

と
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
り
、
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等

と
連
携
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
お
い
て
民
間
団
体
等
が
地
球
温
暖
化
の
防
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止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
関
し
て
行
う
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
１
に
規
定
す
る
施
策
に
関
す
る
情
報
の
提

供
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

地
方
公
共
団
体
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保

全
及
び
強
化
に
資
す
る
物
品
及
び
役
務
の
調
達
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進

そ
の
他
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

六

事
業
者
の
責
務

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス

の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が

実
施
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

七

国
民
の
責
務

国
民
は
、
そ
の
日
常
生
活
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
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（
第
七
条
関
係
）

八

法
制
上
の
措
置
等

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
法
制
上
、
財
政
上
、
税
制
上
又
は
金
融
上
の
措
置
そ
の
他
の

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

九

年
次
報
告
等

１

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
地
球
温
暖
化
の
状
況
及
び
政
府
が
講
じ
た
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

政
府
は
、
毎
年
、
１
の
報
告
に
係
る
地
球
温
暖
化
の
状
況
を
考
慮
し
て
講
じ
よ
う
と
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
を
明
ら

か
に
し
た
文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

第
二

中
長
期
的
な
目
標

一

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
関
す
る
中
長
期
的
な
目
標

１

国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
二
年
ま
で
に
達
成
を
目
指
す
べ
き
我
が
国
に
お
け
る
一
年
間
の

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
（
国
際
約
束
に
基
づ
く
措
置
で
あ
っ
て
そ
れ
に
よ
り
得
た
量
を
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
削
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減
し
た
量
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
得
た
量
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
量
を

減
じ
た
量
を
い
う
。
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
平
成
二
年
（
第
一
の
二
の
３

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
質
に
あ
っ

(2)

(4)

て
は
、
国
際
約
束
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
年
。
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
か
ら

こ
れ
に
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
量
を
削
減
し
た
量
と
す
る
こ
と
。

２

１
に
規
定
す
る
目
標
は
、
す
べ
て
の
主
要
な
国
が
、
公
平
な
か
つ
実
効
性
が
確
保
さ
れ
た
地
球
温
暖
化
の
防
止
の
た

め
の
国
際
的
な
枠
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
に
関
す
る
意
欲
的
な
目
標
に
つ
い
て
合
意

を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
設
定
さ
れ
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
当
該
主
要
な
国
に
よ
る
国
際
的
な
枠
組
み
の
構
築

及
び
意
欲
的
な
目
標
に
つ
い
て
の
合
意
が
実
現
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
、
平
成
六
十
二
年
ま
で
に
達
成
を
目
指
す
べ
き
我
が
国
に
お
け
る
一
年
間
の

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
は
、
平
成
二
年
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
か
ら
こ
れ
に
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

を
乗
じ
て
計
算
し
た
量
を
削
減
し
た
量
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
政
府
は
、
平
成
六
十
二
年
ま
で
に
世
界

全
体
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を
少
な
く
と
も
半
減
す
る
と
の
目
標
を
す
べ
て
の
国
と
共
有
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
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４

国
は
、
１
及
び
３
の
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
第
四
に
定
め
る
基
本
的
施
策
を
総
合
的
、
有

効
適
切
か
つ
効
率
的
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
１
に
規
定
す
る
目
標
が
設
定
さ
れ
る

ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
３
の
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
よ
う
、
第
四
に
定
め
る
基
本
的
施
策
に
つ
い

て
積
極
的
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

二

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
量
に
関
す
る
中
期
的
な
目
標

国
は
、
一
の
１
及
び
３
の
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
関
し
て
、
我
が
国
に
お
け
る
一
年
間
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
供
給
量
に
占
め
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
量
の
割
合
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
二
年
ま
で
に
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
達

す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

第
三

基
本
計
画

一

政
府
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計

画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

(1)
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温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
物
質
の
種
類
そ
の
他
の
区
分
ご
と
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
及
び
吸
収
の
量
に
関
す

(2)
る
目
標

平
成
四
十
二
年
及
び
平
成
五
十
二
年
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
見
通
し

(3)

政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
地
球
温
暖
化
対
策

(4)

か
ら

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

(5)

(1)

(4)

三

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

四

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
三
の
規
定
に
よ
り
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
の

意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
基
本
計
画
の
策
定
手
続
等
に
つ
い
て
所
要

の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
四

基
本
的
施
策

一

国
内
排
出
量
取
引
制
度
の
創
設
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１

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
国
内
排
出
量
取
引
制
度
（

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
す
る
者
（
以
下
「
排
出
者
」
と
い
う
。
）
の
一
定
の
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

量
の
限
度
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
遵
守
の
た
め
の
他
の
排
出
者
と
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
に
係
る
取
引
等
を

認
め
る
制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
創
設
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
、
二

の
２
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
に
つ
い
て
の
検
討
と
並
行
し
て
検
討
を
行
い
、
こ
の
法
律
の
施
行
後

一
年
以
内
を
目
途
に
成
案
を
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

１
の
規
定
に
よ
る
検
討
に
お
い
て
は
、
排
出
者
の
範
囲
、
当
該
範
囲
に
属
す
る
排
出
者
の
一
定
の
期
間
に
お
け
る
温

室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
限
度
を
定
め
る
方
法
そ
の
他
国
内
排
出
量
取
引
制
度
の
適
正
な
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

２
の
一
定
の
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
限
度
を
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
期
間
に
お
け

る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
総
量
の
限
度
と
し
て
定
め
る
方
法
を
基
本
と
し
つ
つ
、
生
産
量
そ
の
他
事
業
活
動
の
規

模
を
表
す
量
の
一
単
位
当
た
り
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
限
度
と
し
て
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
も
、
検
討
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）
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二

地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
の
検
討
そ
の
他
の
税
制
全
体
の
見
直
し

１

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
税
制
全
体
の
グ
リ
ー
ン
化
（
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る

た
め
の
見
直
し
を
い
う
。
）
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

国
は
、
１
の
規
定
に
よ
る
税
制
全
体
の
グ
リ
ー
ン
化
の
推
進
に
お
い
て
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
に
つ
い

て
、
平
成
二
十
三
年
度
の
実
施
に
向
け
た
成
案
を
得
る
よ
う
、
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
関
係
）

三

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
全
量
固
定
価
格
買
取
制
度
の
創
設
等

１

国
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
全
量
固
定
価
格
買
取
制
度
（
電
気
事
業
者
が
一
定
の
価

格
、
期
間
及
び
条
件
の
下
で
、
電
気
で
あ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
全
量
に
つ
い
て
、
調
達
す
る
制
度
を
い
う
。
）

の
創
設
に
係
る
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

国
は
、
１
に
定
め
る
施
策
の
ほ
か
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
の
促
進
、
電
気
で
あ

る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
に
資
す
る
た
め
の
電
力
系
統
の
整
備
の
促
進
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
関

す
る
規
制
の
適
切
な
見
直
し
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

四

原
子
力
に
係
る
施
策
等
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国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
た
め
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
が
よ
り
少
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

へ
の
転
換
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
推
進
す
る
も
の
と
し
、
特
に
原
子
力
に
係
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
安
全
の

確
保
を
旨
と
し
て
、
国
民
の
理
解
と
信
頼
を
得
て
、
推
進
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

五

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
促
進
等

１

国
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
の
促
進
に
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に
お
け
る
性
能
が
優
れ
て
い
る
機
械
器
具
の
普
及
の
促
進
、
熱
の
損
失
の
防
止
の
た
め
の
性
能

が
優
れ
て
い
る
建
築
材
料
及
び
施
工
方
法
を
用
い
た
建
築
物
の
新
築
及
び
改
修
の
促
進
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用

の
た
め
の
情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
た
め
、
化
石
燃
料
の
有
効
な
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施

策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

六

交
通
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制

国
は
、
交
通
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
を
図
る
た
め
、
自
動
車
か
ら
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に

資
す
る
自
動
車
の
適
正
な
使
用
の
促
進
及
び
道
路
交
通
の
円
滑
化
の
推
進
、
鉄
道
及
び
船
舶
に
よ
る
貨
物
輸
送
へ
の
転
換
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等
の
貨
物
流
通
の
効
率
化
の
促
進
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

七

革
新
的
な
技
術
開
発
の
促
進
等

国
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
技
術
の
高
度
化
及
び
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
、
安
全
の
確
保
を
基
本
と
し
た
原
子
力
発
電
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
、
燃
料
電
池

、
蓄
電
池
並
び
に
二
酸
化
炭
素
の
回
収
及
び
貯
蔵
に
関
連
す
る
革
新
的
な
技
術
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球

温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
技
術
の
開
発
及
び
普
及
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

八

メ
タ
ン
及
び
一
酸
化
二
窒
素
の
排
出
の
抑
制

国
は
、
メ
タ
ン
及
び
一
酸
化
二
窒
素
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

九

フ
ロ
ン
類
等
の
使
用
の
抑
制
等

国
は
、
フ
ロ
ン
類
等
が
排
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
フ
ロ
ン
類
等
の
使
用
及
び
排
出
の
抑
制
に
資
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す
る
製
品
の
開
発
及
び
普
及
の
促
進
等
を
通
じ
た
フ
ロ
ン
類
等
の
使
用
及
び
排
出
の
抑
制
並
び
に
フ
ロ
ン
類
等
の
適
正
か

つ
確
実
な
回
収
及
び
破
壊
の
促
進
、
フ
ロ
ン
類
等
に
代
替
す
る
物
質
で
あ
っ
て
地
球
温
暖
化
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
さ

な
い
も
の
及
び
そ
の
物
質
を
使
用
し
た
製
品
の
開
発
及
び
普
及
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

十

新
た
な
事
業
の
創
出
等

国
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
健
全
な
発
展
を
図
る
た

め
、
規
制
の
適
切
な
見
直
し
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
二
十
二
条
関
係
）

十
一

教
育
及
び
学
習
の
振
興
等

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図
る
た
め
に
は
事
業
者
及
び
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
球
温
暖
化
及
び
そ
の
影
響
の
予
測
並
び
に
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温

暖
化
へ
の
適
応
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
の
振
興
並
び
に
広
報
活
動
の
充
実
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）
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十
二

自
発
的
な
活
動
の
促
進

国
は
、
事
業
者
及
び
国
民
が
、
そ
の
事
業
活
動
及
び
日
常
生
活
に
関
し
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の

適
応
の
た
め
の
自
発
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
資
す
る
製
品
及
び

役
務
の
選
択
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
、
民
間
団
体
等
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
活
動
に
関

す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）

十
三

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
等
に
関
す
る
情
報
の
公
表
等

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
資
す
る
た
め
、
事
業
活
動
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
事
務
及
び
事
業
を

含
む
。
）
又
は
製
品
及
び
役
務
の
利
用
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
に
関
す
る
情
報
並
び
に
事
業
活
動
に
係
る
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
関
す
る
情
報
の
公
表
の
促
進
、
事
業
者
及
び
国
民
に
よ
る
そ
れ
ら
の
情
報
の
利
用
の
促
進

そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

十
四

地
域
社
会
の
形
成
に
当
た
っ
て
の
施
策

国
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
資
す
る
地
域
社
会
の
形
成
を
推
進
す
る
た
め
、
土
地
利
用

に
関
す
る
施
策
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
公
共
施
設
そ
の
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他
の
公
益
的
施
設
の
整
備
に
よ
る
都
市
機
能
の
集
積
並
び
に
地
域
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
共
同
利
用
及
び
廃
熱
の
回
収

利
用
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）

十
五

温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化

国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
を
図
る
た
め
、
森
林
の
整
備
及
び
保
全
、
緑
地
の
保
全
、
緑
化

の
推
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

十
六

地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
を
図
る
た
め
の
施
策

国
は
、
地
球
温
暖
化
及
び
そ
の
影
響
に
つ
い
て
予
測
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
を
図
る

た
め
の
施
策
を
計
画
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

十
七

国
際
的
協
調
の
た
め
の
施
策

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
国
際
的
協
調
の
下
で
推
進
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
す
べ
て
の
主
要
な
国
が
参

加
す
る
公
平
な
か
つ
実
効
性
が
確
保
さ
れ
た
地
球
温
暖
化
の
防
止
の
た
め
の
国
際
的
な
枠
組
み
の
構
築
を
図
る
と
と
も
に

、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に
関
す
る
国
際
的
な
連
携
の
確
保
、
国
際
的
な
資
金
の
提
供
に
関
す

る
新
た
な
枠
組
み
の
構
築
、
技
術
及
び
製
品
の
提
供
そ
の
他
の
取
組
を
通
じ
た
自
国
以
外
の
地
域
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
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ス
の
排
出
の
抑
制
等
へ
の
貢
献
を
適
切
に
評
価
す
る
仕
組
み
の
構
築
そ
の
他
の
国
際
協
力
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施

策
を
講
じ
、
あ
わ
せ
て
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
に
よ
る
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
地
球
温
暖
化
へ
の
適
応
に

関
す
る
国
際
協
力
の
た
め
の
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
二
十
九
条
関
係
）

十
八

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財
政
措
置
等

国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
地
球
温
暖
化
対
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
、
必
要
な
財
政
上
の

措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

十
九

地
球
温
暖
化
の
状
況
等
に
関
す
る
観
測
等

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
適
正
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
、
大
気
中
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
変
化

の
状
況
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
気
候
の
変
動
及
び
生
態
系
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
観
測
及
び
監
視
を
行
う
と
と
も

に
、
地
球
温
暖
化
及
び
そ
の
影
響
の
予
測
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
策
定
及
び
実
施
に
必
要
な
科
学

的
知
見
の
充
実
を
図
る
た
め
の
調
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
関
係
）

二
十

制
度
の
調
査
及
び
研
究
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国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
適
確
な
策
定
及
び
実
施
に
資
す
る
た
め
、
諸
外
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑

制
等
に
資
す
る
技
術
を
早
期
に
普
及
さ
せ
る
た
め
の
制
度
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の
制
度
の
調
査

及
び
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
二
条
関
係
）

二
十
一

政
策
形
成
へ
の
民
意
の
反
映
等

国
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
政
策
形
成
に
民
意
を
反
映
し
、
並
び
に
そ
の
過
程
の
公
正
性
及
び
透
明
性
を
確
保

す
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
消
費
生
活
、
労
働
及
び
産
業
の
領
域
を
代
表
す
る
者
そ
の

他
広
く
事
業
者
及
び
国
民
の
意
見
を
求
め
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
政
策
形
成
を
行
う
仕
組
み
の
活
用
を
図
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
三
十
三
条
関
係
）

二
十
二

地
方
公
共
団
体
の
施
策

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
た
地
球
温
暖
化
対
策
を
、
そ
の
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
り
つ
つ
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
関
係
）

第
五

雑
則

こ
の
法
律
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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（
第
三
十
五
条
関
係
）

第
六

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
の
一
の
１
の
規
定
は
、
す
べ
て
の
主
要
な
国
が
、
公

平
な
か
つ
実
効
性
が
確
保
さ
れ
た
地
球
温
暖
化
の
防
止
の
た
め
の
国
際
的
な
枠
組
み
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
量
に
関
す
る
意
欲
的
な
目
標
に
つ
い
て
合
意
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
日
以
後
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

政
府
は
、
第
二
の
一
の
１
及
び
３
の
前
段
に
規
定
す
る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
国
内
排
出
量
取
引
制
度
そ
の
他

の
第
四
に
定
め
る
基
本
的
施
策
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
の
点
検
及
び
評
価
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
施
策
の
推
進
の
た

め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
を
目
途
に
成
案
を
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）



理

由

地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
、
基
本
原
則
を
定
め
、
並
び
に
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事

業
者
及
び
国
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
関
す
る
中
長
期
的
な
目
標
を
設

定
し
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

る
。




